
 

Instructions for use

Title 行政契約の法理論（４）

Author(s) 岸本, 太樹

Citation 北大法学論集, 53(1), 87-126

Issue Date 2002-05-31

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/15135

Type bulletin (article)

File Information 53(1)_p87-126.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


「

詰

ひ
必

≠

」

論

説
行
政
契
約

の
法
理
論

(四
)

岸

本

太

樹

目

次

序
章

問
題
提
起

第

一
節

序

第
二
節

行
政
契
約
論
の
動
向
と
課
題

一

我
が
国
に
お
け
る
行
政
契
約
論
の
動
向

北 法53(1・87)87



説論

二

課

題

第
三
節
叙
述
の
順
序

第
一
章
公
法
契
約
形
式
の
一
般
的
許
容
要
件

第
一
節
本
章
の
課
題

第
二
節
ド
イ
ツ
公
法
契
約
論
の
歴
史
的
展
開
と
立
法
者
意
思

一
ド
イ
ツ
公
法
契
約
論
の
歴
史
的
展
開

二
立
法
者
意
思
(
連
邦
行
政
手
続
法
第
五
四
条
)

第
三
節
公
法
契
約
と
法
律
の
留
保

一
法
律
の
留
保
を
め
ぐ
る
学
説
と
判
例
の
状
況
l
本
質
性
理
論
〔
老
町
田
g
E
n
z
-
8
5吾
g
E
m〕

二
本
質
性
理
論
と
公
法
契
約

三
連
邦
行
政
手
続
法
第
五
四
条
と
法
律
の
留
保
の
関
係

第
四
節
判
例
の
分
析

第
二
章
公
法
契
約
の
交
渉
手
続

第
一
節
本
章
の
謀
題

第
二
節
行
政
手
続
の
通
則
規
定
と
公
法
契
約

一
行
政
手
続
に
関
与
す
る
法
主
体
に
関
す
る
諸
規
定
の
準
用

二
技
術
的
規
定
の
準
用

コ
一
手
続
の
実
施
方
法
に
関
す
る
諸
規
定
の
準
用

第
三
章
公
法
契
約
の
内
容

第
一
節
本
章
の
課
題

第
二
節
和
解
契
約

一
客
観
的
不
明
確
性
の
存
在

二
和
解
締
結
の
合
目
的
性
審
査

北法53(1・88)88

(
以
上
五
二
巻
四
号
)



行政契約の法理論 (4) 

第
三
節
交
換
契
約

一
成
立
過
程

ニ
交
換
契
約
の
許
容
要
件

三
判
例
の
動
向

第
四
節
中
間
総
括

第
五
節
遅
滞
利
息
・
違
約
罰
・
即
時
執
行
の
合
意

一
議
論
の
前
提

二
遅
滞
利
息
の
合
意

三
違
約
罰
の
合
意

四
即
時
執
行
の
合
意

第
六
節
解
約
の
事
前
合
意

一
議
論
の
前
提

一
一
解
約
条
項
の
意
義

第
四
章
公
法
契
約
の
成
立

第
一
節
本
章
の
課
題

第
二
節
第
三
者
及
び
他
の
行
政
庁
の
同
意

一
第
三
者
の
同
意

二
他
の
行
政
庁
の
同
意

第
三
節
書
面
化

第
五
章
環
庇
あ
る
公
法
契
約
の
存
続
効

第
一
節
!
本
章
の
課
題

第
二
節
一
般
的
無
効
原
因

一
民
法
典
の
準
用

(
以
上
五
二
巻
五
号
)

(
以
上
五
二
巻
六
号
)

北法53(1・89)89



説

二
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
の
無
効

三
違
法
性
の
認
識

四

部

分

無

効

第
三
節
和
解
契
約
と
交
換
契
約
に
固
有
の
無
効
原
因

一
和
解
契
約
の
無
効

二
交
換
契
約
の
無
効

第
四
節
連
邦
行
政
手
続
法
第
五
九
条
の
合
憲
性

一
違
法
で
は
あ
る
が
有
効
な
契
約

二
連
邦
行
政
手
続
法
第
五
九
条
に
対
す
る
学
説
の
評
価

第
五
節
合
憲
説
と
違
憲
説
の
接
近

一
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理

(n
巳
宮

5
8寄
与
g
E
)

二
行
為
基
礎
欠
如
論
及
び
国
家
賠
償
請
求

三
連
邦
行
政
手
続
法
第
六
O
条
・
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
七
九
条
第
二
項

四

中

間

総

括

第
六
章
民
事
契
約
法
と
の
比
較
に
お
け
る
公
法
契
約
法
の
理
論
的
特
色

第
七
章
私
法
契
約
法

終
章
総
括
的
考
察
と
今
後
の
課
題

(
以
上
本
号
)

論

北法53(1.90)90 



第
五
章

暇
庇
あ
る
公
法
契
約
の
存
続
効

第
一
節

本
章
の
課
題

以
上
、
前
章
ま
で
に
お
い
て
、
公
法
契
約
形
式
の
一
般
的
許
容
要
件
、
公
法
契
約
の
交
渉
手
続
、
公
法
契
約
の
内
容
、
そ
し
て
公
法
契
約

の
成
立
要
件
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。

さ
て
、
次
に
検
討
す
べ
き
課
題
は
、
暇
庇
あ
る
公
法
契
約
の
存
続
効
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
で
あ
る
。
例
え
ば
、
連
邦
行
政
手
続
法
の

第
五
四
条
が
規
律
す
る
公
法
契
約
の
許
容
要
件
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
1

「
法
律
の
禁
止
」
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
ー
や
、

手
続
の
暇
庇
を
帯
び
て
締
結
さ
れ
た
契
約
な
ど
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
瑞
疲
を
帯
び
た
公
法
契
約
は
、
全
て
そ
の
存
続
効
を
否
定
さ
れ
、
無
効

と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
で
は
、
公
法
契
約
の
無
効
原
因
を
規
律
す
る
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
の
内
容
を
検
討
し
た
上
で
、
前
章
ま
で
に
考
察
し
た
契

約
法
理
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
公
法
契
約
の
う
ち
、
具
体
的
に
い
か
な
る
契
約
が
、
第
五
九
条
の
ど
の
条
項
に
該
当
し
て
無
効
に
な
る
の

(
1
)
 

か
を
検
討
す
る
。
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

行政契約の法理論 (4) 

「
第
五
九
条

公
法
契
約
の
無
効

(
一
)
公
法
契
約
は
、
無
効
が
民
法
の
規
定
の
準
用
に
よ
り
生
じ
る
場
合
は
無
効
と
す
る
。

(
二
)
第
五
四
条
第
二
文
の
意
味
で
の
公
法
契
約
は
、
さ
ら
に
次
の
各
号
に
該
当
す
る
場
合
、
無
効
で
あ
る
。

対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
が
無
効
で
あ
る
場
合
。

北法53(1・9lJ91



説

対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
が
、
第
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
な
い
し
形
式
の
暇
庇
の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず
違
法
と
な

る
と
き
で
、
か
っ
こ
れ
が
契
約
締
結
者
に
知
れ
て
い
た
場
合
。

和
解
締
結
の
前
提
が
存
在
せ
ず
、
か
つ
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
が
、
第
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
な
い
し
形
式
の

論

取
庇
の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず
違
法
で
あ
る
場
合
。

四
行
政
庁
が
第
五
六
条
に
よ
り
許
容
さ
れ
な
い
反
対
給
付
を
約
束
さ
せ
た
場
合
。

(
三
)
無
効
が
契
約
の
一
部
に
の
み
関
わ
る
場
合
で
、
無
効
部
分
が
な
け
れ
ば
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
認
め
ら
れ

る
場
合
、
そ
の
契
約
は
全
部
無
効
で
あ
る
。
」

(2) 

こ
の
規
定
は
、
一
九
六
三
年
の
模
範
草
案
第
四
五
条
を
基
礎
と
す
る
。
第
五
九
条
の
第
一
項
と
第
二
項
は
、
模
範
草
案
の
段
階
で
は
分
離

さ
れ
て
お
ら
ず
、
第
一
項
に
相
当
す
る
規
定
は
、
模
範
草
案
の
第
四
五
条
第
一
項
の
第
五
号
に
、
ま
た
第
二
項
の
第
一
号
乃
至
第
四
号
に
相

当
す
る
規
定
は
、
そ
の
ま
ま
模
範
草
案
の
第
四
五
条
第
一
項
の
第
一
号
乃
至
第
四
号
に
存
在
し
た
。
ま
た
第
三
項
に
相
当
す
る
規
定
は
、
模

(
3
)
 

範
草
案
の
第
四
五
条
第
二
項
に
存
在
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
現
行
の
第
五
九
条
と
模
範
草
案
の
第
四
五
条
は
、
内
容
の
点
で
全
く
同
じ
で
あ

り
、
条
文
構
成
が
成
立
過
程
で
修
正
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
ち
な
み
に
、
現
行
の
第
五
九
条
と
同
じ
型
式
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、

(4) 

年
の
連
邦
政
府
草
案
第
五
五
条
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

一
九
七
O

い
ず
れ
に
せ
よ
公
法
契
約
は
、
第
五
九
条
に
掲
げ
ら
れ
た
無
効
原
因
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
該
当
す
れ
ば
無
効
と
評
価
さ
れ
る
。
第
五
九
条

の
第
一
項
、
第
二
項
の
第
一
号
と
第
二
号
、
及
び
第
三
項
は
、
公
法
契
約
の
一
般
的
な
無
効
原
因
を
規
律
す
る
。
他
方
、
第
五
九
条
第
二
項

の
第
三
号
と
第
四
号
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
五
五
条
が
規
律
す
る
和
解
契
約
と
、
第
五
六
条
が
規
律
す
る
交
換
契
約
に
の
み
妥
当
す
る
特
別
な

無
効
原
因
で
あ
る
。

北法53(1・92)92



第
二
節

一
般
的
無
効
原
因

民
法
典
の
準
用

第
五
九
条
の
第
一
項
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
に
規
定
さ
れ
た
契
約
の
無
効
原
因
が
、
公
法
契
約
に
も
準
用
さ
れ
る
旨
を
規
定
す
る
。
我
々
は

こ
こ
に
、
民
事
契
約
法
と
公
法
契
約
法
と
が
理
論
的
に
交
錯
す
る
一
場
面
を
見
出
す
。
公
法
契
約
に
準
用
さ
れ
る
民
法
上
の
無
効
原
因
規
定

と
し
て
、
学
説
は
一
般
に
、
行
為
無
能
力
(
民
法
典
第
一

O
四
条
乃
至
第
一
一
五
条
)
、
心
裡
留
保
(
民
法
典
第
一
二
ハ
条
第
二
文
)
、
仮
装

行
為
・
通
謀
虚
偽
表
示
(
民
法
典
第
一
一
七
条
)
、
非
真
意
表
示
(
民
法
典
第
二
八
条
)
、
方
式
欠
知
(
民
法
典
第
一
二
五
条
)
、
善
良
風

俗
違
反
(
民
法
典
第
一
三
八
条
)
、
原
始
的
客
観
的
履
行
不
能
(
民
法
典
第
三
O
六
条
)
の
他
、
錯
誤
(
民
法
典
第
二
九
条
)
、
詐
欺
・
脅

(5) 

迫
(
民
法
典
第
一
二
三
条
)
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

(6) 

他
方
、
学
説
上
対
立
が
見
ら
れ
る
の
は
、
民
法
典
第
一
三
四
条
の
準
用
可
能
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
「
法
律
の
禁
止
に
違

反
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
の
効
力
」
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
規
律
す
る
。

行政契約の法理論 (4) 

「
民
法
典
第
一
一
一
一
四
条

法
律
の
禁
止
に
違
反
す
る
法
律
行
為
は
、
当
該
法
律
に
よ
り
別
段
の
結
果
を
生
ぜ
ざ
る
限
り
無
効
と
す
る
。
」

右
の
規
定
が
公
法
契
約
に
準
用
さ
れ
る
か
否
か
は
、
そ
の
結
論
知
何
に
よ
り
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
四
条
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た

公
法
契
約
の
存
続
効
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
本
稿
の
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
四
条
は
、
「
法
規
定
に
反
し
な

北法53(1・93)93



説

い
限
り
」
で
公
法
契
約
に
よ
る
法
律
関
係
の
規
律
を
許
容
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
公
法
契
約
が
「
法
律
の
禁
止
」
に
違
反
し
え
な
い
こ
と
を

(7) 

意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
民
法
典
の
第
一
一
一
一
四
条
が
公
法
契
約
に
準
用
さ
れ
る
と
の
見
解
に
立
つ
な
ら
ば
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第

五
四
条
に
違
反
す
る
公
法
契
約
は
無
効
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
そ
の
準
用
が
否
定
さ
れ
る
と
の
見
解
に
立
つ
-
な
ら
ば
、
第
五
四

条
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
公
法
契
約
は
、
ー
他
の
民
法
典
規
定
の
準
用
か
ら
無
効
が
生
じ
な
い
限
り
l
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条

第
一
項
に
お
い
て
無
効
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

~~ 

白岡

[
ニ
準
用
否
定
説

民
法
典
第
二
二
四
条
を
公
法
契
約
に
準
用
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
の
は
、
模
範
草
案
の
作
成
委
員
会
で
あ
る
。
委
員
会
は
、
理
由
書
に
お

(8) 

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
行
政
行
為
の
無
効
原
因
の
場
合
と
比
較
し
て
、
公
法
契
約
の
無
効
原
因
を
拡
大
し
た
の
は
、
契
約
の
絶
対
的
拘
束
性
と
い
う
原
則
と
、

法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
と
を
調
整
し
た
結
果
で
あ
る
。
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
が
行
政
庁
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
う
る
場
合

に
、
契
約
当
事
者
が
常
に
そ
の
契
約
を
廃
止
す
る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
契
約
の
本
質
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
よ
り
契
約
の
存
続
は
負
担
を
か
け
ら
れ
、
ま
た
場
合
に
よ
る
と
、
一
度
締
結
さ
れ
た
契
約
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
は
動
揺
す
る
で

あ
ろ
う
。
他
方
、
市
民
と
行
政
が
公
法
契
約
を
利
用
し
、
ー
意
識
的
に
協
力
し
て
l
法
律
規
定
に
矛
盾
す
る
状
態
を
生
み
出
す
な
ら
、
そ

れ
は
秩
序
あ
る
社
会
状
況
と
は
相
容
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
〔
中
略
〕
こ
う
し
た
二
つ
の
観
点
を
考
量
し
た
結
果
、
委
員
会
は
幾
つ
か
の
狭

く
限
定
さ
れ
た
特
別
の
無
効
原
因
を
規
定
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
場
合
に
限
り
、
行
政
と
市
民
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
は
無
効
と
い
う

重
大
な
留
保
に
服
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
ケ
l
ス
に
お
い
て
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
の
違
法
性
は
、
締
結
さ
れ
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た
公
法
契
約
の
有
効
性
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
委
員
会
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
法
律
か
ら
別
段
の
こ
と
が
生
じ
な
い
限
り
で
法
律
の
禁
止

に
違
反
す
る
法
律
行
為
を
無
効
に
す
る
民
法
典
の
第
二
二
四
条
が
公
法
契
約
に
準
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
が
間
接
的
に
形
骸
化
す

る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
」

こ
の
よ
う
に
模
範
草
案
の
作
成
委
員
会
は
、
契
約
の
存
続
に
対
す
る
当
事
者
の
信
頼
を
保
護
す
る
必
要
性
を
根
拠
と
し
て
公
法
契
約
の
無

効
原
因
の
限
定
を
正
当
化
し
、
結
局
、
法
律
の
禁
止
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
を
無
効
と
す
る
民
法
典
第
一
三
四
条
の
公
法
契
約
へ
の

(9) 

準
用
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

T

己
準
用
肯
定
説

し
か
し
、
民
法
典
の
第
一
三
四
条
を
公
法
契
約
に
準
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
立
法
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
後
多
く
の
批
判
が

行政契約の法理論 (4) 

展
開
さ
れ
た
。
そ
の
代
表
例
と
し
て
ク
レ
プ
ス
の
見
解
を
見
て
み
よ
う
。

後
に
本
章
の
第
四
節
で
も
述
べ
る
が
、
ク
レ
プ
ス
は
、
当
事
者
の
信
頼
保
護
を
理
由
に
公
法
契
約
の
無
効
原
因
を
限
定
し
、
違
法
で
は
あ

る
が
有
効
に
存
続
す
る
契
約
の
存
在
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
立
法
者
の
立
場
を
基
本
的
に
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
法
律
の

禁
止
へ
の
違
反
」
と
い
う
重
大
な
法
律
違
反
を
犯
し
た
契
約
に
ま
で
存
続
効
を
付
与
す
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
法
律
違
反
の
全
て
が

民
法
典
の
第
二
二
四
条
に
い
う
「
法
律
の
禁
止
へ
の
違
反
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
仮
に
こ
の
規
定
を
公
法
契

約
に
準
用
し
た
と
こ
ろ
で
、
違
法
な
公
法
契
約
に
も
一
定
の
範
囲
で
存
続
効
を
認
め
、
も
っ
て
契
約
の
存
続
に
対
す
る
当
事
者
の
信
頼
を
保

護
し
よ
う
と
し
た
立
法
意
思
は
没
却
さ
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
民
法
典
第
一
三
一
四
条
の
公
法
契
約
へ
の
準
用
可
能
性
を
肯
定
し
て
い
る
。

(m) 

彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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説

「
民
法
典
の
第
二
二
四
条
と
結
び
つ
い
た
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
第
一
項
に
よ
っ
て
、
法
律
違
反
を
犯
し
た
契
約
の
全
て
が
無
効

に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
典
第
二
二
四
条
の
準
用
は
、
洗
練
さ
れ
た
無
効
効
果
と
い
う
立
法
目
的
と
も
折
り
合
う
。

ま
た
そ
れ
は
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
を
憲
法
に
適
合
す
る
よ
う
解
釈
す
べ
し
と
の
要
請
に
も
適
合
す
る
。
結
果
的
に
、
民
法
典

の
第
一
三
四
条
は
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
第
一
項
の
領
域
に
お
い
て
、
公
法
契
約
に
も
準
用
可
能
で
あ
る
。
」

論

右
に
見
た
ク
レ
プ
ス
の
見
解
は
、
ウ
レ
と
ラ
ウ
ピ
ン
ガ

l
、
ス
パ
ノ
ヴ
ス
キ

i
、
シ
ン
プ
フ
、
オ
ー
バ
ー
マ
イ
ヤ
l
、
ク
ナ
ツ
ク
な
ど
、

数
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
「
法
律
の
禁
止
」
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
公
法
契
約
(
第
五
四
条
違
反
)
は
、(

日
)

民
法
典
の
第
二
二
四
条
と
結
び
つ
い
た
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
第
一
項
に
よ
っ
て
、
無
効
と
評
価
さ
れ
る
と
の
結
論
を
示
し
て
い
る
。

対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
の
無
効

他
方
、
第
五
九
条
の
第
二
項
第
一
号
は
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
が
無
効
で
あ
る
場
合
に
、
公
法
契
約
が
無
効
に
な
る
旨
を
規

律
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
行
政
行
為
の
無
効
原
因
は
同
時
に
公
法
契
約
の
無
効
原
因
で
も
あ
る
。
模
範
草
案
の
作
成
委
員
会
は
、
こ
う
し
た

規
定
を
置
い
た
理
由
を
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
シ
ン
プ
フ
は
、
「
公
法
契
約
(
例
え
ば
義
務
づ
け
契
約
)
が
行
政
行
為
(
例
え
ば
確

約
)
と
同
一
の
機
能
を
果
た
し
、
か
つ
両
者
と
も
に
法
律
適
合
性
原
理
に
服
す
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
行
政
行
為
を
無
効
に
す
る
ほ
ど
重
大
な

暇
抗
を
帯
び
る
公
法
契
約
を
有
効
と
評
価
す
べ
き
理
由
は
な
い
。
」
と
し
て
、
行
政
行
為
の
無
効
原
因
を
公
法
契
約
の
そ
れ
と
す
る
こ
と
を

(ロ)

理
論
的
に
正
当
化
し
て
い
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
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「
公
法
契
約
の
無
効
を
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
の
無
効
に
依
拠
さ
せ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
学
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き

た
観
念
な
い
し
要
請
に
合
致
す
る
。
実
際
、
契
約
と
行
政
行
為
と
い
う
こ
つ
の
行
為
形
式
が
一
般
に
機
能
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

両
者
と
も
に
原
則
と
し
て
法
律
適
合
性
原
理
に
服
す
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
〔
行
政
行
為
の
無
効
原
因
を
規
律
し
た
|
筆
者
註
〕
連
邦
行
政

手
続
法
の
第
四
四
条
第
一
項
・
同
第
二
項
に
掲
げ
ら
れ
た
重
大
な
暇
庇
を
帯
び
た
契
約
を
有
効
に
存
続
せ
し
め
る
理
由
は
、
ど
こ
に
も
存

在
し
な
い
。
」

違
法
性
の
認
識

さ
ら
に
、
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
る
と
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
が
、
第
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
な
い
し
形
式
の

暇
庇
の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず
違
法
で
あ
っ
て
、
か
つ
契
約
の
両
当
事
者
が
契
約
の
違
法
性
を
認
識
し
て
い
た
場
合
に
も
、
契
約
は
無
効
と
な

る
。
こ
の
規
定
に
よ
り
公
法
契
約
が
無
効
と
評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
の
違
法
性
」
と
「
契
約
の
両
当

事
者
に
よ
る
違
法
性
の
認
識
」
と
い
う
こ
つ
の
要
件
が
重
畳
的
に
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
要
件
を
個
別
に
検

討
し
よ
う
。

行政契約の法理論 (4) 

[
ニ
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
の
違
法
性

公
法
契
約
が
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
っ
て
無
効
と
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
「
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
が
違
法
」
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
契
約
の
存
続
効
に
影
響
を
及
ぼ
す
違
法
性
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
「
第
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
・
形
式

(
日
)

の
暇
庇
を
理
由
と
し
た
違
法
性
」
は
、
契
約
の
存
続
効
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
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説

問
題
と
な
る
の
は
「
第
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
・
形
式
の
暇
痕
」
の
具
体
的
内
容
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
暇
抗
を
理
由
と
し
た
違
法
性
が

契
約
の
存
続
効
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
理
由
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
第
四
六
条
の
規
定
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
連

(
H
H
)
 

邦
行
政
手
続
法
の
第
四
六
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

北法53(1・98)98

ヲ'h.
白岡

手
続
及
び
形
式
の
暇
庇
の
効
果

第
四
四
条
の
規
定
に
よ
り
無
効
と
は
な
ら
な
い
行
政
行
為
に
つ
い
て
は
、
手
続
、
形
式
ま
た
は
場
所
的
管
轄
に
関
す
る
規
定
へ
の
違
反

が
、
事
案
に
お
い
て
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
規
定
に
違
反
し
て
成
立
し
た
と
い
う
理

由
の
み
で
は
、
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

「
第
四
六
条

こ
の
よ
う
に
第
四
六
条
は
、
行
政
行
為
が
手
続
・
形
式
又
は
場
所
的
管
轄
に
関
す
る
規
定
に
違
反
し
て
暇
庇
を
帯
び
て
お
り
、
そ
の
暇
庇

が
第
四
四
条
に
よ
っ
て
行
政
行
為
を
無
効
と
せ
ず
、
ま
た
当
該
手
続
・
形
式
の
暇
庇
が
事
案
に
お
い
て
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
、
行
政
行
為
の
取
消
可
能
性
を
排
除
す
る
。

(
日
)

し
た
が
っ
て
第
四
六
条
は
、
行
政
行
為
が
実
体
法
上
違
法
で
あ
る
場
合
や
、
そ
れ
が
第
四
四
条
の
第
一
項
に
よ
り
無
効
と
な
る
場
合
、
さ

(

日

)

(

げ

)

ら
に
そ
れ
が
第
四
四
条
第
二
項
の
第
一
号
乃
至
第
三
号
に
列
記
さ
れ
た
形
式
の
暇
庇
を
帯
び
て
無
効
と
な
る
場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ

の
規
定
は
、
関
与
能
力
に
関
す
る
第
一
一
条
や
行
為
能
力
に
関
す
る
第
一
一
一
条
、
除
斥
と
忌
避
に
関
す
る
第
二

O
条
及
び
第
二
一
条
、
さ
ら

に
教
示
・
情
報
提
供
に
関
す
る
第
二
五
条
、
記
録
閲
覧
に
関
す
る
第
二
九
条
へ
の
違
反
な
ど
の
よ
う
に
、
行
政
行
為
を
無
効
に
し
な
い
手
続
・

(
団
)

形
式
の
暇
庇
が
存
在
し
、
か
っ
そ
れ
が
、
事
案
に
お
い
て
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
の
で

(
ゆ
)

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
行
政
行
為
が
手
続
・
形
式
の
瑞
庇
を
帯
び
て
形
式
的
に
違
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
手
続
・
形
式
の
瑞
庇
が
事
案
に
お



い
て
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
暇
庇
を
理
由
に
行
政
行
為
を
取
り
消
し
た
と
こ
ろ
で
、
行
政
庁
は
再
び
同
じ
内

(
初
)

容
の
行
政
行
為
を
発
動
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
「
手
続
経
済
(
〈
町
広
島
お
口
出

C
E
S
E
n
)」
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
四
六
条
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
右
の
法
理
は
、
そ
の
ま
ま
公
法
契
約
に
も
妥
当
す
る
。
契
約
が
手
続
の
暇
庇
を
帯
び
て
締
結
さ
れ
、
形

式
的
に
は
違
法
だ
と
し
て
も
、
手
続
の
暇
庇
が
契
約
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
暇
庇
を
理
由
に
契
約
の
存
続
効

を
否
定
し
た
と
こ
ろ
で
再
び
同
じ
内
容
で
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
契
約
の
存
続
効
を
否
定
す
る
こ
と
は
手
続
経
済
に

反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
五
九
条
第
二
項
の
第
二
号
は
こ
れ
を
確
認
し
た
規
定
で
あ
り
、
第
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
・
形
式
の
暇
庇
は
、

(
幻
)

そ
れ
が
行
政
行
為
の
存
続
効
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
の
と
同
様
、
公
法
契
約
の
存
続
効
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
も
な
い
。
公
法
契
約
が
第
五

九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
り
無
効
と
な
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
契
約
が
実
体
法
上
違
法
で
あ
る
か
、
或
い
は
、
手
続
・
形
式
の
暇
庇

が
契
約
の
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

[
一
己
違
法
性
の
認
識

行政契約の法理論 (4) 

結
局
、
公
法
契
約
が
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
っ
て
無
効
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が
第
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
・
形
式
の
取

庇
の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず
違
法
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
契
約
の
両
当
事
者
が
そ
の
違
法
性
を
明
白
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(n) 

模
範
草
案
の
理
由
香
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
契
約
締
結
者
が
、
意
図
的
か
つ
意
識
的
に
協
力
し
て
公
法
契
約
に
よ
り
違
法
な
効
果
を
招
く
場
合
、
行
政
の
法
律
適
合
性
の
原
理
は
、

契
約
の
絶
対
的
拘
束
性
の
原
則
に
対
し
て
優
位
せ
し
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
公
法
契
約
の
存
続
に
対
す
る
契
約
当
事

者
の
信
頼
を
保
護
す
べ
き
理
由
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
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説

こ
の
規
定
は
、
契
約
の
当
事
者
が
共
謀
し
て
違
法
効
果
を
招
来
せ
し
め
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
、

(
お
)

契
約
の
両
当
事
者
が
契
約
の
違
法
性
を
明
確
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
逆
に
、
契
約
の
両
当
事
者
が
共
に

違
法
性
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
や
、
一
方
当
事
者
が
違
法
性
を
認
識
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
契
約
は
い
か
に
違
法

(M) 

で
あ
ろ
う
と
も
、
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
っ
て
は
無
効
と
は
な
ら
な
い
。

論

四

部
分
無
効

(
お
)

第
五
九
条
の
第
三
項
は
、
契
約
の
部
分
無
効
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
公
法
契
約
の
一
部
分
が
無
効
で
あ
り
、
当
該
無

効
部
分
な
く
し
て
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
契
約
は
全
部
無
効
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
逆
に
言
え
ば
、

公
法
契
約
の
一
部
が
無
効
で
あ
る
場
合
で
も
、
当
該
無
効
部
分
が
契
約
の
締
結
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
た
ず
、
無
効
と
な
っ
た
部
分
が

な
く
と
も
契
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
契
約
は
無
効
と
な
っ
た
一
部
を
除
い
て
有
効
に
存
続
す
る
こ
と
に
な

(
お
)

る
(
無
効
部
分
が
存
在
せ
ず
と
も
契
約
が
締
結
さ
れ
た
か
否
か
が
不
明
確
な
場
合
に
は
、
や
は
り
契
約
は
全
体
と
し
て
無
効
と
な
る
)
。
公

法
契
約
の
部
分
無
効
に
関
す
る
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
第
三
項
は
、
民
事
契
約
の
部
分
無
効
の
効
果
を
規
律
す
る
民
法
典
第
二
二
九

(

幻

)

(

お

)

条
と
内
容
的
に
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
公
法
契
約
法
と
民
事
契
約
法
の
聞
に
理
論
的
差
違
は
存
在
し
な
い
。

第
三
節

和
解
契
約
と
交
換
契
約
に
固
有
の
無
効
原
因

以
上
検
討
し
た
第
五
九
条
の
第
一
項
、
第
二
項
の
第
一
号
と
第
二
号
、
及
、
び
部
分
無
効
に
関
す
る
第
三
項
は
、
公
法
契
約
一
般
に
妥
当
す
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る
無
効
原
因
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
無
効
原
因
は
、
そ
れ
が
和
解
契
約
か
交
換
契
約
か
に
関
係
な
く
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
適
用
を
受
け
る

全
て
の
公
法
契
約
に
等
し
く
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
本
節
で
検
討
す
る
第
五
九
条
第
二
項
の
第
三
号
と
第
四
号
は
、
公
法
契
約
の
う
ち
、

特
に
第
五
五
条
が
規
律
す
る
和
解
契
約
と
、
第
五
六
条
が
規
律
す
る
交
換
契
約
に
の
み
適
用
さ
れ
る
特
殊
な
無
効
原
因
で
あ
る
。

和
解
契
約
の
無
効

行政契約の法理論 (4) 

第
五
九
条
の
第
二
項
第
三
号
は
、
第
五
五
条
が
規
律
す
る
和
解
契
約
に
固
有
の
無
効
原
因
を
規
律
す
る
。
和
解
契
約
は
、
「
和
解
締
結
の

前
提
が
存
在
し
な
い
こ
と
」
、
及
び
「
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
が
、
第
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
な
い
し
形
式
の
暇
庇
の
み
の
理

(
m
m
)
 

由
に
よ
ら
ず
違
法
で
あ
る
こ
と
」
の
二
つ
の
要
件
を
重
畳
的
に
満
た
す
場
合
に
は
、
第
五
九
条
の
第
二
項
第
三
号
に
よ
り
無
効
と
な
る
。

第
三
章
の
第
二
節
で
も
指
摘
し
た
が
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
五
条
が
規
律
す
る
こ
つ
の
和
解
類
型
|
事
実
関
係
の
和
解
と
法
的
状
況

の
和
解
|
は
、
い
ず
れ
も
潜
在
的
に
違
法
な
法
律
関
係
を
規
律
す
る
可
能
性
を
均
?
し
た
が
っ
て
、
右
の
危
険
性
に
も
関
わ
ら
ず
、
第
五

五
条
が
定
め
る
要
件
下
で
和
解
契
約
を
許
容
す
る
以
上
、
そ
の
違
法
性
の
み
を
理
由
と
し
て
存
続
効
を
否
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。

違
法
で
あ
る
こ
と
の
み
を
理
由
に
和
解
契
約
の
存
続
効
を
否
定
す
れ
ば
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
常
に
無
効
の
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
れ
を
一

定
の
要
件
下
で
許
容
し
た
意
味
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
立
法
者
も
、
「
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為

が
違
法
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
の
他
に
、
「
和
解
締
結
の
前
提
が
存
在
し
な
い
こ
と
」
と
い
う
要
件
を
お
き
、
和
解
契
約
の
違
法
性
の

(
出
)

み
を
理
由
に
そ
の
存
続
効
を
否
定
す
る
立
場
に
は
立
た
な
か
っ
た
。

「
和
解
締
結
の
前
提
」
と
は
、
第
五
五
条
に
掲
げ
ら
れ
た
二
つ
の
許
容
要
件
ー
す
な
わ
ち
「
事
実
関
係
な
い
し
法
的
状
況
の
客
観
的
不
明

(
幻
)

確
性
の
存
在
」
と
「
和
解
締
結
の
合
目
的
性
」
ー
を
意
味
す
る
。
よ
っ
て
、
第
五
五
条
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
和
解
契
約
は
、
ー
そ
の
内
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説

容
が
実
体
法
上
適
法
で
あ
る
場
合
か
、
又
は
そ
れ
が
先
に
検
討
し
た
連
邦
行
政
手
続
法
第
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
・
形
式
の
現
痕
を
帯
び

て
違
法
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
と
い
う
極
め
て
希
な
ケ
l
ス
を
別
と
し
て

l
、
基
本
的
に
第
五
九
条
の
第
二
項
第
三
号
に
よ
り
無
効
と
評

目九

日岡

価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

交
換
契
約
の
無
効

(
お
)

他
方
、
第
五
九
条
の
第
二
項
第
四
号
は
、
第
五
六
条
に
規
律
さ
れ
た
交
換
契
約
の
無
効
原
因
を
規
律
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
行
政
庁
が

(
鈍
)

第
五
六
条
に
よ
り
許
容
さ
れ
な
い
反
対
給
付
を
契
約
相
手
方
に
対
し
て
約
束
さ
せ
た
場
合
に
は
、
交
換
契
約
は
無
効
と
な
る
。
第
三
章
の
第

三
節
で
も
述
べ
た
が
、
私
人
の
反
対
給
付
の
提
供
を
条
件
に
、
行
政
給
付
の
提
供
を
約
束
す
る
交
換
契
約
は
、
反
対
給
付
が
行
政
給
付
の
法

(
お
)

的
前
提
を
創
設
す
る
こ
と
に
仕
え
る
場
合
に
の
み
許
容
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
人
の
反
対
給
付
は
、
行
政
行
為
を
発
動
す
る
た
め
の
法

的
前
提
を
整
え
、
あ
る
い
は
行
政
行
為
の
発
動
を
法
的
に
不
要
な
ら
し
む
る
た
め
に
必
要
・
十
分
な
範
囲
で
約
束
さ
れ
、
ま
た
右
の
目
的
の

(
お
)

た
め
に
の
み
使
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
行
政
庁
は
、
私
人
が
行
政
権
限
の
発
動
を
求
め
る
法
的
請
求
権
を
持
っ
て
い
る
場
合
に

は
、
直
ち
に
そ
れ
を
発
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
私
人
が
反
対
給
付
を
提
供
す
る
ま
で
そ
の
発
動
を
留
保
す
る
こ
と
は
、
法
治
国
原
理
の
現

(
幻
)

れ
と
し
て
の
連
結
禁
止
原
則
に
違
反
し
て
許
さ
れ
な
い
。
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
六
条
は
こ
れ
を
確
認
し
た
規
定
で
あ
り
、
他
方
、
第
五

(
お
)

九
条
の
第
二
項
第
四
号
は
、
第
五
六
条
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
交
換
契
約
を
例
外
な
く
無
効
に
す
る
規
定
で
あ
る
。

第
四
節

連
邦
行
政
手
続
法
第
五
九
条
の
合
憲
性
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以
上
、
公
法
契
約
の
無
効
原
因
を
規
律
す
る
連
邦
行
政
手
続
法
第
五
九
条
の
規
定
内
容
を
確
認
し
、
い
か
な
る
契
約
が
、
第
五
九
条
の
ど

の
条
項
に
よ
り
無
効
と
な
る
の
か
を
概
観
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
暇
庇
あ
る
公
法
契
約
の
多
く
が
、
第
五
九
条
の
い
ず
れ
か
の
条
項
に
該
当

し
て
無
効
に
な
る
旨
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

他
方
、
我
が
国
で
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
暇
庇
あ
る
公
法
契
約
の
中
に
は
、
違
法
で
は
あ
る
が
有
効
に
存
続
す
る
も
の
が
あ

(
鈎
)

る
。
そ
の
多
く
は
、
暇
肱
あ
る
交
渉
手
続
を
経
て
締
結
さ
れ
た
契
約
で
あ
る
。
以
下
、
第
二
四
条
「
職
権
探
知
義
務
」
、
第
二
五
条
「
教
示

・
情
報
提
供
義
務
」
、
第
二
九
条
「
記
録
閲
覧
権
」
、
第
二
O
条
乃
至
第
二
一
条
「
除
斥
・
忌
避
」
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
を
順
に
取

り
上
げ
る
。

違
法
で
は
あ
る
が
有
効
な
契
約

行政契約の法理論 (4) 

[
ニ
職
権
探
知
義
務
違
反

(ω) 

既
に
述
べ
た
が
、
行
政
庁
は
契
約
の
交
渉
手
続
に
お
い
て
も
事
実
関
係
を
職
権
で
探
知
す
る
義
務
を
負
う
。
確
か
に
、
職
権
探
知
義
務
に

違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
「
事
実
関
係
の
和
解
」
は
、
第
五
九
条
の
第
二
項
第
三
号
に
よ
り
無
効
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
和
解
に
お
い
て
前
提

と
さ
れ
た
事
実
関
係
が
真
の
事
実
関
係
と
附
合
す
る
こ
と
が
希
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
事
実
関
係
の
和
解
の
ほ
と
ん
ど
は
実
体
法
上
違

法
で
あ
り
、
ま
た
事
実
関
係
の
職
権
探
知
は
、
事
実
関
係
の
客
観
的
不
明
確
性
の
存
在
を
も
っ
て
和
解
を
許
容
す
る
連
邦
行
政
手
続
法
の
第

(
H
U
)
 

五
五
条
に
お
い
て
、
和
解
締
結
の
前
提
要
件
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
職
権
探
知
義
務
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
が
「
事
実
関
係
の
和
解
」
で
は
な
い
場
合
、
そ
の
契
約
は
、
違
法
で
は
あ
る
が
、

基
本
的
に
有
効
に
存
続
す
る
。
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説

ま
ず
、
職
権
探
知
義
務
違
反
は
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
を
無
効
に
す
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
こ
の
義
務
に
違
反
し
て
締
結

(
必
)

さ
れ
た
契
約
は
、
必
ず
し
も
第
五
九
条
の
第
二
項
第
一
号
に
よ
っ
て
は
無
効
に
な
ら
な
い
。

次
に
、
職
権
探
知
義
務
へ
の
違
反
は
、
通
常
、
契
約
の
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
の
た
め
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
は
、
第

四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
・
形
式
の
暇
庇
の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず
違
法
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
契
約
が
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ

り
無
効
と
評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
、
契
約
の
両
当
事
者
が
当
該
手
続
の
暇
庇
(
違
法
性
)
を
明
確
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

(
必
)

こ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
契
約
は
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
っ
て
も
ま
た
無
効
と
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
職
権
探
知
義
務
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
を
無
効
と
す
る
民
法
規
定
な
ど
存
在
し
な
い
た
め
、
こ
の
契
約
は
第
五
九
条
の

第
一
項
に
よ
っ
て
も
ま
た
無
効
に
は
な
ら
な
い
。

結
局
、
職
権
探
知
義
務
に
違
反
す
る
中
で
締
結
さ
れ
た
契
約
は
、
そ
れ
が
「
事
実
関
係
の
和
解
」
で
あ
る
場
合
か
、
そ
れ
が
第
五
六
条
に

違
反
す
る
交
換
契
約
で
あ
る
が
故
に
第
五
九
条
の
第
二
項
第
四
号
に
よ
り
無
効
と
な
る
場
合
は
別
と
し
て
、
第
五
九
条
に
よ
り
無
効
と
評
価

論

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ワ
己
教
示
/
情
報
提
供
義
務
違
反
・
記
録
閲
覧
権
の
侵
害

行
政
庁
が
契
約
の
交
渉
手
続
に
お
い
て
適
切
に
教
示
・
情
報
提
供
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た
場
合
や
、
正
当
な
理
由
な
く
関
係
人
に
対
し

て
記
録
閲
覧
を
認
め
な
か
っ
た
場
合
も
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。

右
の
義
務
違
反
は
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
を
無
効
に
す
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
契
約
は
必
ず
し
も
第
五
九
条
の
第
二
項
第
一

(
H
H
)
 

号
に
よ
っ
て
は
無
効
に
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
右
の
義
務
違
反
は
、
通
常
、
契
約
の
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
こ
の
た
め
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
は
、
第
四
六
条
の
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意
味
で
の
手
続
・
形
式
の
暇
疲
の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず
違
法
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
契
約
が
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
り
無
効
と

評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
、
契
約
の
両
当
事
者
が
当
該
手
続
の
暇
庇
(
違
法
性
)
を
明
確
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
要
件

(
必
)

が
満
た
さ
れ
・
な
い
か
ぎ
り
、
契
約
は
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
っ
て
も
ま
た
無
効
と
は
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
職
権
探
知
義
務
違
反
の
場
合
と
同
様
、
教
示
・
情
報
提
供
義
務
に
違
反
し
、
或
い
は
関
係
人
の
記
録
閲
覧
権
を
侵
害
す
る
中
で

締
結
さ
れ
た
契
約
を
無
効
と
す
る
民
法
規
定
な
ど
存
在
し
な
い
た
め
、
こ
の
契
約
は
第
五
九
条
の
第
一
項
に
よ
っ
て
も
ま
た
無
効
に
は
な
ら

(
必
)

な
し
。結

局
、
教
示
・
情
報
提
供
義
務
に
違
反
し
、
或
い
は
関
係
人
の
記
録
閲
覧
権
を
侵
害
す
る
中
で
成
立
し
た
契
約
は
、
そ
れ
が
第
五
五
条
に

違
反
す
る
和
解
契
約
で
あ
る
た
め
に
第
五
九
条
の
第
二
項
第
三
号
に
よ
り
無
効
と
な
る
場
合
か
、
第
五
六
条
に
違
反
す
る
交
換
契
約
で
あ
る

が
ゆ
え
に
第
五
九
条
の
第
二
項
第
四
号
に
よ
り
無
効
と
な
る
場
合
は
別
と
し
て
、
第
五
九
条
に
よ
り
無
効
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

行政契約の法理論 (4) 

[
二
己
除
斥
・
忌
避
規
定
違
反

さ
ら
に
、
第
二

O
条
と
第
一
一
一
条
に
よ
り
、
行
政
手
続
か
ら
除
斥
・
忌
避
さ
れ
る
べ
き
行
政
職
員
が
契
約
の
交
渉
手
続
に
関
与
し
、
当
該

手
続
の
躍
庇
を
理
由
に
契
約
が
違
法
と
な
る
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。

確
か
に
、
手
続
の
関
係
人
で
あ
る
が
た
め
に
除
斥
さ
れ
る
べ
き
行
政
職
員
が
こ
れ
に
違
反
し
て
契
約
の
交
渉
手
続
に
関
与
し
、
自
ら
契
約

を
締
結
し
た
場
合
に
は
(
第
二

O
条
第
一
項
第
一
文
の
第
一
号
へ
の
違
反
)
、
当
該
契
約
は
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
の
無
効
を
理

(
幻
)

由
に
、
第
五
九
条
の
第
二
項
第
一
号
に
よ
り
無
効
と
な
る
。

し
か
し
、
第
二

O
条
の
第
一
項
第
一
文
の
第
二
号
乃
至
第
六
号
に
よ
り
除
斥
さ
れ
る
べ
き
行
政
職
員
や
、
第
一
一
一
条
に
よ
り
忌
避
さ
れ
る

(
必
)

べ
き
行
政
職
員
が
こ
れ
に
違
反
し
て
契
約
の
交
渉
手
続
に
関
与
し
た
と
し
て
も
、
右
の
暇
抗
は
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
を
直
ち
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説

(
ぬ
)

に
無
効
に
は
し
な
い
(
第
四
四
条
の
第
三
項
第
二
号
は
こ
れ
を
規
定
す
る
)
。
そ
の
た
め
、
右
の
暇
庇
を
帯
び
て
締
結
さ
れ
た
契
約
は
必
ず

し
も
第
五
九
条
の
第
二
項
第
一
号
に
よ
っ
て
は
無
効
と
な
ら
な
い
。

老子b.

E岡

ま
た
、
除
斥
・
忌
避
規
定
(
第
二

O
条
の
第
一
項
第
一
文
第
二
号
乃
至
第
六
号
、
及
び
第
二
一
条
)
へ
の
違
反
が
あ
っ
た
た
め
に
、
契
約

の
内
容
に
影
響
が
生
じ
た
場
合
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
は
第
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
・
形
式
の
暇
庇
の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず

違
法
と
な
る
が
、
こ
の
契
約
が
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
り
無
効
と
な
る
に
は
、
契
約
の
両
当
事
者
が
当
該
暇
抗
の
存
在
を
明
確
に

認
識
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
要
件
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
、
契
約
は
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
っ
て
も
無
効
と
は
評

(ω) 

価
さ
れ
な
い
。

結
局
、
除
斥
・
忌
避
規
定
に
違
反
す
る
中
で
成
立
し
た
契
約
は
、
そ
れ
が
第
五
五
条
に
違
反
す
る
和
解
契
約
で
あ
る
た
め
に
第
五
九
条
の

第
二
項
第
三
号
に
よ
り
無
効
と
な
る
場
合
か
、
第
五
六
条
に
違
反
す
る
交
換
契
約
で
あ
る
が
ゆ
え
に
第
五
九
条
の
第
二
項
第
四
号
に
よ
り
無

効
と
な
る
場
合
は
別
と
し
て
、
第
五
九
条
に
よ
り
無
効
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

[
四
]
基
本
法
違
反

最
後
に
シ
ン
プ
フ
は
、
こ
の
他
に
も
、
t

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
に
反
し
て
無
効
と
宣
言
し
た
法
律
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
契
約
や
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
に
反
す
る
旨
を
宣
言
し
た
法
解
釈
を
前
提
と
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
の
ほ
か
、
行
政
主
体
が
法
規
命
令
を
制
定

し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
契
約
を
締
結
し
た
が
、
後
に
こ
の
法
規
命
令
の
違
法
な
い
し
無
効
が
判
明
し
た
場
合
な
ど
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
契
約

(
日
)
(
臼
)

が
、
い
ず
れ
も
違
法
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
第
五
九
条
に
よ
っ
て
は
無
効
と
な
ら
ず
、
有
効
に
存
続
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

連
邦
行
政
手
続
法
第
五
九
条
に
対
す
る
学
説
の
評
価
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[
一
]
遺
筆
閉
山
立
説

こ
の
よ
う
に
、
違
法
で
は
あ
る
が
有
効
な
契
約
は
複
数
存
在
す
る
。
問
題
は
、
全
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
違
法
な
契
約
に
対
し
て
存
続
効

を
認
め
る
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
が
、
行
政
の
法
律
適
合
性
を
要
求
す
る
基
本
法
の
第
二

O
条
第
三
項
と
の
関
係
で
正
当
化
さ
れ
る

(
幻
)

の
か
で
あ
る
。

一
部
の
学
説
に
よ
り
批
判
さ
れ
た
。
こ

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
は
、
既
に
立
法
過
程
の
段
階
に
お
い
て
、

の
規
定
を
最
も
痛
烈
に
批
判
す
る
論
者
の
代
表
と
し
て
、
フ
オ
ル
ク
マ

l
ル
・
ゲ
ツ
ツ
(
〈
O
F
B向
。
安
N
)

ツ
は
、
「
違
法
な
行
政
法
上
の
契
約
」
の
中
で
、

の
見
解
を
見
て
み
よ
う
。
ゲ
ツ

一
九
七
O
年
の
連
邦
政
府
草
案
第
五
五
条
(
現
行
法
第
五
九
条
と
全
く
同
じ
)
を
批
判
し

て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
公
法
契
約
が
違
法
で
も
、
そ
れ
を
無
効
に
す
る
四
つ
の
個
別
要
件
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
無
効
の
効
果
は
生
じ
な
い
。
そ
れ
は
契
約
の

無
効
を
導
く
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
市
民
な
い
し
行
政
に
対
し
て
、
契
約
行
為
の
破
棄
を
も
た
ら
す
権
利
を
与
え
る
こ
と
も
な
い
。
こ
う
し

た
結
論
は
、
い
か
に
強
調
さ
れ
よ
う
と
も
、
法
治
国
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
〔
中
略
〕
違
法
で
は
あ
る
が
有
効
に
存
続
す
る
行
政
行

為
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
ま
た
実
際
に
、
違
法
で
は
あ
る
が
有
効
な
行
政
行
為
と
の
類
似
性
は
全
く
問
題
に
な
ら
な

行政契約の法理論 (4) 

ぃ
。
と
い
う
の
も
、
違
法
な
行
政
行
為
は
、
さ
し
当
た
っ
て
有
効
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
不
服
申
立
て
や
取
消
訴
訟
と
い
っ
た
権
利

保
護
手
続
に
お
い
て
除
去
さ
れ
、
ま
た
行
政
庁
は
〔
職
権
l
筆
者
註
〕
取
消
し
を
通
じ
て
違
法
な
授
益
的
行
政
行
為
を
除
去
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
違
法
で
は
あ
る
が
有
効
な
行
政
法
上
の
契
約
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
有
効
で
あ
る
。
そ
れ
は

も
は
や
、
そ
の
違
法
性
を
理
由
と
し
て
除
去
さ
れ
得
な
い
。
市
民
は
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
の
権
利
保
護
も
持
た
な
い
。
行
政
は
違
法
に
与

(
臼
)

え
ら
れ
た
授
益
を
も
は
や
破
棄
で
き
な
い
。
」
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説

「
連
邦
行
政
手
続
法
の
草
案
第
五
五
条
〔
現
行
法
第
五
九
条
1

筆
者
註
〕
は
、
改
め
て
十
分
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
干
の
ご

く
限
ら
れ
た
無
効
原
因
に
該
当
す
る
場
合
以
外
、
契
約
の
違
法
性
が
そ
の
有
効
性
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
放

棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
違
法
な
負
担
賦
課
に
対
す
る
市
民
の
権
利
保
護
が
問
題
と
な
る
限
り
で
、
法
治
国

(
日
)

家
原
理
や
基
本
法
の
第
一
九
条
第
四
項
に
反
す
る
。
」

論

つ
ま
り
ゲ
ッ
ツ
は
、
違
法
・
有
効
な
契
約
を
認
め
る
第
五
九
条
が
「
法
律
適
合
性
原
理
」
を
致
損
す
る
こ
と
、
違
法
・
有
効
な
契
約
を
訴

訟
で
争
え
な
い
事
実
が
、
基
本
権
侵
害
に
対
す
る
出
訴
を
保
障
す
る
基
本
法
の
第
一
九
条
第
四
項
と
矛
盾
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
規
定

に
対
し
「
法
治
国
的
に
み
て
決
し
て
承
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
評
価
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

結
局
ゲ
ツ
ツ
は
、
違
法
な
公
法
契
約
に
よ
る
権
利
侵
害
か
ら
市
民
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
現
行
の
第
五
九
条
を
別
の
規
定
に
代
え
る
べ

(
日
)

き
だ
と
し
、
以
下
に
述
べ
る
三
つ
の
選
択
肢
を
提
案
し
た
。
第
一
は
「
(
和
解
契
約
は
別
と
し
て
)
違
法
な
公
法
契
約
を
全
て
無
効
に
す
る
」

(
貯
)

と
い
う
選
択
肢
、
第
二
は
「
(
和
解
契
約
は
別
と
し
て
)
違
法
な
契
約
に
対
す
る
取
消
訴
訟
の
可
能
性
を
認
め
る
」
と
い
う
選
択
肢
、
第
一
一
一

は
「
行
政
手
続
を
、
行
政
行
為
に
よ
っ
て
終
結
さ
せ
る
請
求
権
を
市
民
に
対
し
て
認
め
る
」
と
い
う
選
択
肢
で
あ
る
。

ゲ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
右
の
三
つ
の
選
択
肢
の
評
価
は
と
も
か
く
、
違
法
・
有
効
な
契
約
を
認
め
る
第
五
九
条
が
基
本
法
の
第
二

O
条
第
三
項
や
第
一
九
条
第
四
項
に
照
ら
し
て
憲
法
上
疑
義
が
あ
る
旨
の
指
摘
は
一
定
の
評
価
を
受
け
、
こ
の
他
に
も
エ
リ
ク
セ
ン

(国自国・

5
5
開
ユ
口
町
田
町
ロ
)
や
マ
ル
テ
ン
ス
(
君
。
-
待
自
明
冨

E
g田
)
等
も
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
主
張
を
展
開
し
て
、
第
五
九
条
の
憲
法
適
合

台

(

鴎

)

性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

で
己
合
憲
説
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こ
れ
に
対
し
、
違
法
・
有
効
な
契
約
の
存
在
を
認
め
る
第
五
九
条
が
、
行
政
の
法
律
適
合
性
を
要
求
す
る
基
本
法
の
第
二

O
条
第
三
項
や

基
本
権
侵
害
に
対
す
る
出
訴
の
途
を
保
障
す
る
基
本
法
の
第
一
九
条
第
四
項
の
い
ず
れ
に
照
ら
し
て
も
、
違
憲
と
判
断
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

旨
を
主
張
す
る
学
者
も
複
数
存
在
す
る
。
そ
の
代
表
が
ク
レ
プ
ス
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
行
政
の
法
律
適
合
性
を
要
求
す
る
基
本
法
の
第
二

O
条
第
三
項
は
、
何
も
違
法
な
行
政
活
動
を
全
て
例
外
な
く
無
効
に
す

る
こ
と
ま
で
は
要
求
し
て
お
ら
ず
、
立
法
者
は
、
法
治
国
家
原
理
か
ら
読
み
と
ら
れ
る
べ
き
「
法
的
安
定
性
の
原
理
」
や
「
信
頼
保
護
の
要

(
臼
)

請
」
を
考
慮
し
な
が
ら
、
違
法
な
行
政
活
動
に
対
す
る
効
果
を
立
法
裁
量
の
範
囲
内
で
自
由
に
決
定
し
う
る
。
ま
た
、
二
疋
期
間
が
経
過
し

た
後
、
違
法
・
有
効
な
行
政
行
為
に
対
す
る
取
消
訴
訟
の
提
起
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
、
違
法
な
権
利
侵
害
に
対
し
て
裁
判
出
訴
の
途
を
保

(ω) 

障
す
る
基
本
法
の
第
一
九
条
第
四
項
も
、
法
的
安
定
性
等
の
憲
法
原
理
を
考
慮
し
て
、
一
定
限
度
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
し
た
が

っ
て
、
法
的
安
定
性
の
原
理
や
信
頼
保
護
を
考
慮
し
て
違
法
な
契
約
の
一
部
を
有
効
と
す
る
規
定
を
設
け
た
と
し
て
も
、
何
ら
基
本
法
の
第

(
日
)

二
O
条
第
三
項
や
第
一
九
条
第
四
項
に
対
す
る
違
反
は
生
じ
な
い
。
ク
レ
プ
ス
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

行政契約の法理論 (4) 

「
無
効
と
い
う
脅
し
の
み
が
唯
一
考
え
得
る
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
規
範
妥
当
性
に
と
っ
て
の
不
可
欠
の
条
件
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
。
〔
中
略
〕
我
々
は
、
基
本
法
の
第
二

O
条
第
三
項
が
、
法
律
違
反
に
対
す
る
恋
意
的
な
サ
ン
ク
シ
ヨ
ン
の
放
棄
を

立
法
者
に
対
し
て
禁
じ
て
い
る
旨
を
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
法
律
違
反
に
対
す
る
例
外
な
き
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
要
請
や
、
高

権
行
為
の
あ
ら
ゆ
る
法
律
違
反
が
無
効
と
い
う
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
要
請
は
、
基
本
法
の
第
二

O
条
第
三
項

か
ら
は
読
み
と
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
立
法
者
に
は
憲
法
上
、
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
立
法
者
は
そ
の
範
囲
内
で
、
《
立
法
者
に
よ
っ

るて
暇公
庇 布
のさ
効 れ
果 た
は 法
、規

当範
診 の

立規
法範
裁 的
量通
の用
規 力
績の

E E 
法竺
律 V

J童自

存A
対定
す L
'7. '.1: 

4け

;年
七な

〕ら
ンな
m い
~の
みで

躍争
を弓

皇室
JR 
之官
〔 行
中 政
略 行
〕為

行に
政 関
行す
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説

為
に
お
け
る
様
々
な
瑞
庇
の
効
果
に
関
す
る
ル

l
ル
は
、
行
政
の
法
律
適
合
性
と
い
う
憲
法
原
理
と
、
法
治
国
原
理
か
ら
読
み
込
ま
れ
る

べ
き
法
的
安
定
性
や
信
頼
保
護
と
い
う
要
請
を
法
律
上
考
慮
し
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
同
様
の
憲
法
原
則
は
、
違
法
な
公
法
契
約
の
暇

庇
の
効
果
に
関
す
る
ル

l
ル
に
も
当
て
は
ま
る
。
立
法
者
は
、
か
か
る
基
本
原
則
を
考
慮
す
る
中
で
違
法
な
行
政
法
上
の
契
約
の
一
律
的

な
無
効
を
命
じ
・
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
な
に
も
憲
法
に
反
し
て
活
動
を
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
」

号d.
関岡

第
五
節

合
憲
説
と
違
憲
説
の
接
近

問
題
は
、
連
邦
行
政
手
続
法
第
五
九
条
の
憲
法
上
の
評
価
と
し
て
、
違
憲
説
と
合
憲
説
の
い
ず
れ
が
妥
当
な
の
か
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題

を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
行
政
法
学
説
の
趨
勢
は
合
憲
説
に
依
拠
し
て
お
り
、
先
に
見
た
ク
レ
プ
ス
の
他
に
も
、
フ
ラ
ン
ク
(
。
c
R
F
B
W
)
、
シ

(
臼
)

い
ず
れ
も
合
憲
説
に
立
っ
て
い
る
。

ン
プ
フ
、

ウ
レ
・
ラ
ウ
ピ
ン
ガ

l
は、

他
方
、
近
年
、
こ
の
規
定
を
合
憲
と
し
、
違
法
・
有
効
な
契
約
の
存
在
を
一
応
肯
定
す
る
学
者
の
中
に
、
民
事
契
約
法
理
な
ど
の
様
々
な

制
度
を
駆
使
し
て
違
法
・
有
効
な
契
約
を
事
実
上
骨
抜
き
に
し
、
そ
れ
が
無
効
と
な
っ
た
と
同
様
の
効
果
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
存

(
白
山
)

在
す
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
特
に
シ
ン
プ
フ
は
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
、
「
信
義
則
」
、
「
行
為
基
礎
欠
如
論
」
等
の
民
事
契
約
法

理
の
他
、
「
国
家
賠
償
」
、
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
第
七
九
条
第
二
項
」
な
ど
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条

に
よ
っ
て
は
無
効
に
な
ら
な
い
違
法
な
契
約
の
多
く
が
、
結
局
は
何
ら
か
の
意
味
で
無
効
と
な
る
事
実
を
指
摘
す
る
。

以
下
で
は
、
彼
の
説
明
に
依
拠
し
な
が
ら
、
第
五
九
条
に
よ
っ
て
は
無
効
と
な
ら
な
い
違
法
な
契
約
の
多
く
が
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
よ
り

事
実
上
無
効
と
な
る
事
実
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
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契
約
締
結
上
の
過
失
(
町
三
宮

5
8星
島
g号
)

既
に
述
べ
た
様
に
、
第
二
四
条
が
規
律
す
る
「
職
権
探
知
義
務
」
、
第
二
五
条
が
規
律
す
る
「
教
示
・
情
報
提
供
義
務
」
、
第
二
九
条
が
規

律
す
る
「
記
録
閲
覧
権
」
、
第
二
O
条
が
規
律
す
る
「
除
斥
」
、
そ
し
て
第
二
一
条
が
規
律
す
る
「
忌
避
」
に
違
反
し
、
手
続
に
暇
庇
を
帯
び

(ω) 

て
違
法
に
締
結
さ
れ
た
公
法
契
約
は
、
基
本
的
に
第
五
九
条
に
よ
っ
て
は
無
効
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
行
政
庁
が
右
の
規
定
に
違
反
し
た
が

た
め
に
、
相
手
方
が
不
利
な
内
容
で
契
約
を
締
結
さ
せ
ら
れ
た
場
合
、
当
該
私
人
は
「
契
約
締
結
上
の
過
失
(
守
n2己巳-宮
5
n
g。sロ
胃
5阻

主
張
し
、
付
随
的
義
務
に
違
反
し
た
行
政
庁
に
対
し
て
損
害
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
う
る
。
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
六
二
条
第
二
丈
は
、
公

法
契
約
に
民
法
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
こ
の
民
法
規
定
の
中
に
は
、
判
例
・
学
説
に
よ
っ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
「
契

(
侃
)

約
に
関
連
す
る
法
原
則
」
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
」
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
民
事
法
学
説
及
び
判
例
に
よ
る

(
叫
山
)

と
、
契
約
締
結
上
の
過
失
は
、
契
約
の
解
除
権
発
生
の
一
要
因
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

行政契約の法理論 (4) 

シ
ン
プ
フ
は
、
契
約
の
解
除
権
を
基
礎
づ
け
る
契
約
締
結
上
の
過
失
が
、
公
法
契
約
に
も
準
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
行
政
庁

が
手
続
上
の
義
務
に
違
反
し
、
そ
こ
に
契
約
締
結
上
の
過
失
が
認
定
さ
れ
る
な
ら
、
仮
に
契
約
が
第
五
九
条
に
よ
っ
て
無
効
と
評
価
さ
れ
な

(
釘
)

く
と
も
契
約
は
解
除
さ
れ
、
必
然
的
に
無
効
に
な
る
と
結
論
づ
け
る
。
シ
ン
プ
フ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損
害
賠
償
義
務
は
、
違
法
で
は
あ
る
が
有
効
な
契
約
を
挫
折
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
提
供
す
る
。

〔
中
略
〕

高
権
の
担
い
手
は
、

職
務
上
の
権
力
を
濫
用
す
る
こ
と
を
全
て
抑
止
し
、

自
己
と
コ
ン
タ
ク
ト
関
係
に
あ
る
私
人
を
、
違
法
な
侵
害
か
ら

保
護
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
判
例
は
、
契
約
締
結
上
の
注
意
義
務
お
よ
び
情
報
提
供
義
務
を
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
事
情
に
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説

通
じ
た
契
約
相
手
方
は
、

他
方
当
事
者
に
と
っ
て
何
が
重
要
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

契
約
の
締
結
を
準
備
す
る
た
め
に
、

ら
ず
、
ま
た
信
義
か
つ
誠
実
に
そ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
義
務
は
、
違
法
な
契
約
の
締
結
に
際
し
で
も
ま
た
違
反

ご£為

員岡

さ
れ
う
る
。
契
約
を
締
結
し
た
行
政
庁
は
、
法
的
状
況
が
認
識
で
き
て
い
る
限
り
で
、

私
的
な
契
約
相
手
方
に
対
し
、

て
情
報
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
相
手
方
私
人
が
引
き
受
け
る
契
約
上
の
義
務
が
本
来
要
求
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の

以
下
の
点
に
つ
い

で
あ
る
こ
と
、
相
手
方
私
人
は
、
彼
が
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
行
政
庁
の
反
対
給
付
を
求
め
る
法
律
上
の
請
求
権
を
持
っ
て
お
り
、
給

付
を
提
供
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
行
政
庁
が
必
要
と
さ
れ
る
教
示
を
し
損
な
い
、
市
民
が
通
常
通
り
の
教
示
が
行
わ
れ
て
い
た

場
合
に
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
、
市
民
に
は
契
約
の
解
除
を
求
め
る
損
害
賠
償
請
求
権
が
帰
属
す
る
。
」

(
傍
点
筆
者
)

行
為
基
礎
欠
如
論
及
び
国
家
賠
償
請
求

他
方
、
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
る
と
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
が
第
四
六
条
の
意
味
で
の
手
続
・
な
い
し
形
式
の
取
庇

の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず
違
法
で
あ
っ
て
、
契
約
の
両
当
事
者
が
違
法
性
を
明
確
に
認
識
し
て
い
る
場
合
に
は
、
公
法
契
約
は
無
効
と
な
る
。

よ
っ
て
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
い
か
に
公
法
契
約
が
実
体
法
な
い
し
手
続
法
的
に
違
法
で
あ
ろ
う
と
も
、
契
約
の
両
当
事
者
が
違
法
性
を
認

識
し
て
お
ら
ず
、
若
し
く
は
契
約
の
一
方
当
事
者
の
み
が
違
法
性
を
認
識
す
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
、
契
約
は
、
第
五
九
条
が
定
め
る
そ
の
他

(ω) 

の
無
効
原
因
に
該
当
し
な
い
限
り
、
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
っ
て
は
無
効
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号

に
よ
っ
て
は
無
効
に
な
ら
な
い
違
法
な
契
約
も
、
以
下
の
場
合
に
は
無
効
と
な
る
。

ま
ず
、
契
約
の
両
当
事
者
が
、
そ
の
違
法
性
を
認
識
せ
ず
に
契
約
を
締
結
し
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
確
か
に
こ
の
契
約
は
、
第
五
九

条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
っ
て
は
無
効
と
は
評
価
さ
れ
な
い
。
し
か
し
シ
ン
プ
フ
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
両
当
事
者
が
、
契
約
を
締
結
す
る
に
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あ
た
り
、
明
確
に
そ
の
適
法
性
を
前
提
と
し
て
い
た
場
合
に
は
、
行
為
基
礎
の
欠
如
(
不
存
在
)
が
認
定
さ
れ
、
「
行
為
基
礎
欠
如
原
則

(

ω

)

P

 

(。gE
S
R
C
σ
町二
g
o
g吾
容
認
E
E
-品
開
)
」
の
準
用
に
よ
り
、
契
約
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る
。

で
は
、
契
約
の
違
法
性
を
契
約
の
一
方
当
事
者
の
み
が
認
識
し
て
い
る
場
合
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

シ
ン
プ
フ
に
よ
れ
ば
、
契
約
の
違
法
性
が
行
政
サ
イ
ド
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
場
合
、
そ
こ
に
は
、
職
務
上
の
義
務
違
反
の
存
在
が

認
定
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
契
約
の
相
手
方
私
人
は
、
民
法
典
の
第
八
三
九
条
及
び
基
本
法
の
第
三
四
条
に
従
い
、
国
家
賠
償
請
求
を
行
い

う
る
。
す
な
わ
ち
、
仮
に
行
政
庁
が
契
約
の
違
法
性
を
認
識
し
つ
つ
交
渉
を
行
い
、
か
つ
適
切
な
情
報
提
供
を
為
さ
な
か
っ
た
が
た
め
に
、

行政契約の法理論 (4) 

相
手
方
私
人
が
契
約
の
違
法
性
を
知
ら
な
い
ま
ま
金
銭
の
支
払
い
に
応
じ
た
場
合
、
彼
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
を
援
用
し
て
契
約
を

解
除
す
る
か
、
職
務
上
の
義
務
違
反
を
理
由
に
民
法
典
の
第
八
三
九
条
及
び
基
本
法
の
第
三
九
条
に
従
っ
て
国
家
賠
償
請
求
を
行
い
、
違
法
・

(
初
)

有
効
な
契
約
に
基
づ
い
て
支
払
わ
れ
た
金
銭
全
額
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
違
法
性
を
知
ら
ず
に
私

人
が
金
銭
の
支
払
い
を
契
約
上
義
務
づ
け
ら
れ
た
場
合
、
行
政
庁
サ
イ
ド
に
よ
る
違
法
性
の
認
識
を
立
証
で
き
る
限
り
で
、
私
人
は
契
約
の

(n) 

履
行
義
務
か
ら
事
実
上
解
放
さ
れ
、
契
約
は
解
除
さ
れ
た
と
同
じ
状
況
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

逆
に
、
公
法
契
約
の
違
法
性
が
私
人
サ
イ
ド
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
私
人
が
そ
の
違
法
性
を
認
識
し
つ

つ
公
法
契
約
を
締
結
す
る
の
は
、
通
常
、
契
約
に
よ
り
彼
に
対
し
て
授
益
的
措
置
が
発
動
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、

行
政
サ
イ
ド
が
違
法
性
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
、
こ
の
契
約
は
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
っ
て
は
無
効
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
行
政
庁
は
、
詐
欺
(
民
法
典
第
一
二
三
条
)
を
理
由
に
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
が
要
素
の
錯
誤
に
あ
た
る
場

(η) 

合
に
は
、
民
法
典
第
一
一
九
条
に
よ
り
契
約
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
契
約
は
結
果
的
に
無
効
に
、
な
ろ
う
。
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説

最
後
に
、
公
法
契
約
を
締
結
す
る
際
に
基
礎
と
さ
れ
た
法
規
範
が
後
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
基
本
法
違
反
を
理
由
に
無
効
と
宣
言
さ

れ
た
場
合
や
、
契
約
を
締
結
す
る
際
に
採
用
さ
れ
た
法
律
解
釈
が
後
に
基
本
法
に
反
す
る
法
解
釈
で
あ
る
旨
を
宣
言
さ
れ
た
場
合
の
他
、
行

政
主
体
が
基
本
法
に
反
す
る
法
規
命
令
を
制
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
を
検
討
し
よ
う
。
い
ず
れ
の
公
法
契
約
も

(η) 

取
庇
を
帯
び
て
違
法
で
あ
る
が
、
学
説
・
判
例
上
は
、
第
五
九
条
に
よ
っ
て
無
効
に
な
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
シ
ン
プ
フ
に

よ
る
と
、
第
五
九
条
に
よ
っ
て
は
無
効
と
評
価
さ
れ
な
い
こ
れ
ら
の
公
法
契
約
も
ま
た
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
六
O
条
に
よ
り
解
除
さ
れ
、

或
い
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
宙
開
回
目

R
F
R
E田
切

E
号
宮
町
民
曲
目

E
話回開

2nZ円
)
の
第
七
九
条
第
二
項
や
、
法
の
一
般
原
則
た
る
信
義
則

(
丸
)

の
準
用
に
よ
り
、
事
実
上
無
効
と
同
様
の
状
態
に
お
か
れ
る
。

本
稿
の
第
三
章
第
六
節
の
こ
で
も
述
べ
た
が
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
六
O
条
は
、
そ
の
第
一
項
で
、
契
約
内
容
の
確
定
に
と
っ
て
決
定

的
な
諸
関
係
が
契
約
締
結
後
に
根
本
的
に
変
化
し
、
現
在
の
状
況
下
に
お
い
て
は
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
契

約
締
結
行
為
の
基
礎
(
行
為
基
礎
)
が
喪
失
し
た
場
合
、
契
約
の
内
容
を
現
在
の
状
況
に
合
わ
せ
て
改
訂
(
適
状
)
し
、
そ
れ
が
不
可
能
で

(
お
)

あ
る
場
合
に
契
約
の
解
約
を
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
内
容
を
確
定
す
る
際
に
基
礎
と
さ
れ
た
法
規
範
が
事
後
に
連
邦
憲
法
裁
判
所

に
よ
り
無
効
宣
言
を
受
け
た
場
合
や
、
契
約
の
内
容
を
確
定
す
る
際
に
用
い
ら
れ
た
法
律
解
釈
が
後
に
基
本
法
に
反
す
る
旨
を
宣
言
さ
れ
た

場
合
、
契
約
は
確
か
に
第
五
九
条
に
よ
っ
て
は
無
効
と
は
評
価
さ
れ
な
い
も
の
の
、
第
六
O
条
の
第
一
項
に
よ
っ
て
適
状
・
解
約
さ
れ
、
結

(
祁
)

果
的
に
無
効
と
な
る
。

他
方
、
基
本
法
に
反
し
て
無
効
と
宣
言
さ
れ
た
法
規
範
や
、
基
本
法
に
反
す
る
旨
を
宣
言
さ
れ
た
規
範
解
釈
に
依
拠
し
て
締
結
さ
れ
た
公

論

法
契
約
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
第
七
九
条
第
二
項
に
よ
っ
て
も
ま
た
事
実
上
無
効
と
な
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
第
七
九
条
第
二
項

は
、
無
効
と
宣
言
さ
れ
た
法
規
範
に
基
づ
い
て
出
さ
れ
た
決
定
が
い
か
に
有
効
に
存
続
し
よ
う
と
も
、
当
該
決
定
に
基
づ
い
て
強
制
執
行
を

(
け
)

行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
シ
ン
プ
フ
は
、
こ
の
規
定
に
現
れ
た
法
的
思
想
を
一
般
化
し
、
「
無
効
な
法
規
範
に
基
づ
い
て
締
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の 結
否さ
定れ
をた
通公
じ法
て 契
契約
約は
を
事そ
実れ
上 が
鑑偉

効五
に九
し(条
てきに
い広三~t
るとエ当
ーせ

ず
有
効

存
続
し
ょ
っ
と
も
履
行
さ
れ
て
は
な
ら
な
し、

と
述
<< 

履
行
請
求
権

四

中
間
総
括

以
上
、
シ
ン
プ
フ
の
説
明
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
に
よ
っ
て
は
無
効
と
評
価
さ
れ
な
い
違
法
な
公
法
契
約

の
多
く
が
、
実
際
に
は
民
事
契
約
法
理
な
ど
、
第
五
九
条
以
外
の
様
々
な
法
制
度
に
よ
っ
て
、
事
実
上
無
効
と
同
じ
状
態
に
お
か
れ
る
現
実

を
確
認
し
た
。
む
ろ
ん
、
第
五
九
条
に
よ
っ
て
契
約
の
有
効
性
を
是
認
し
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
を
援
用
し
て

契
約
の
解
除
を
認
め
、
信
義
則
や
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
第
七
九
条
第
二
項
を
援
用
し
て
履
行
請
求
権
を
否
定
し
、
或
い
は
、
違
法
な
公
法

契
約
に
対
す
る
国
家
賠
償
請
求
(
損
害
賠
償
請
求
)
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
有
効
な
契
約
を
事
実
上
無
効
に
す
る
こ
と
が
「
評

(
初
)

価
矛
盾
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
批
判
は
あ
り
得
ょ
う
。
し
か
し
少
な
く
と
も
シ
ン
プ
フ
の
見
解
は
、
違
法
で
は
あ
る
が
有
効
な
公
法
契
約

の
存
在
を
認
め
る
連
邦
行
政
手
続
法
第
五
九
条
の
憲
法
適
合
性
を
め
ぐ
る
合
憲
説
と
違
憲
説
を
接
近
さ
せ
る
こ
と
に
寄
与
し
、
違
法
・
有
効

な
公
法
契
約
の
存
在
を
認
め
つ
つ
、
行
政
の
法
律
適
合
性
原
理
を
考
慮
し
て
こ
れ
を
可
能
な
限
り
限
定
す
る
試
み
と
し
て
、
注
目
に
値
し
ょ

行政契約の法理論 (4) 

、っ。
結
局
、
第
二
章
乃
至
第
五
章
に
お
い
て
指
摘
し
た
法
理
に
違
反
す
る
公
法
契
約
を
は
じ
め
、
何
ら
か
の
瑠
庇
を
帯
び
る
公
法
契
約
の
ほ
と

ん
ど
は
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
な
い
し
本
章
第
三
節
に
お
い
て
指
摘
し
た
法
制
度
の
援
用
に
よ
り
無
効
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
違

法
で
は
あ
る
が
有
効
に
存
続
す
る
公
法
契
約
は
、
第
五
五
条
に
規
律
さ
れ
た
許
容
要
件
を
満
た
し
て
締
結
さ
れ
た
和
解
契
約
が
結
果
と
し
て

違
法
で
あ
っ
た
場
合
や
、
契
約
が
違
法
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
九
条
の
い
ず
れ
の
要
件
に
も
該
当
せ
ず
、
か
つ
本
章
の
第
五
節
一
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説

(
飢
)

乃
至
三
に
掲
げ
た
諸
制
度
に
よ
っ
て
も
対
応
で
き
な
い
場
合
な
ど
、
ご
く
希
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

号事也
ロ闇

(1)
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
が
規
律
す
る
破
庇
あ
る
公
法
契
約
の
存
続
効
に
つ
い
て
は
、
石
井
昇
『
行
政
契
約
の
理
論
と
手
続
」
弘
文
堂

(
一
九
八
七
年
)
一
五
七
頁
以
下
、
大
橋
洋
一
「
行
政
契
約
の
比
較
法
的
考
察
」
同
『
現
代
行
政
の
行
為
形
式
論
」
弘
文
堂
(
一
九
九
三
年
)

二
O
二
頁
以
下
、
南
博
方
「
西
独
の
行
政
手
続
法
と
公
法
契
約
」
同
『
行
政
手
続
と
行
政
処
分
』
弘
文
堂
(
一
九
人
O
年
)
入
八
頁
以
下
を
参

昭…。

(2)
模
範
草
案
の
第
四
五
条
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
藤
原
淳
一
郎
「
西
ド
イ
ツ
行
政
手
続
法
草
案
を
め
ぐ
る
公
法
契
約
論
」
法
学
研

究
第
四
四
巻
第
七
号
(
一
九
七
一
年
)
九
一
頁
以
下
、
原
田
尚
彦
「
行
政
契
約
論
の
動
向
と
問
題
点
(
二
・
完
)
」
法
律
時
報
第
四
二
巻
第
三
号

(
一
九
七
O
年
)
九
四
頁
。

(3)
模
範
草
案
の
第
四
五
条
は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
っ
た
(
〈
巳
・
玄

5
5
2
Z
E
2
2
5
Z岳
E駒
田
〈
回
忌
』

5
5加
2
5回
w
M
-
〉

zpω
・邑円)。

「
第
四
五
条
公
法
契
約
の
無
効

(
こ
公
法
契
約
は
以
下
の
場
合
に
こ
れ
を
無
効
と
す
る
。

一
行
政
庁
の
契
約
上
の
義
務
と
同
じ
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
が
無
効
で
あ
る
場
合
。

二
行
政
庁
の
契
約
上
の
義
務
を
内
容
と
す
る
行
政
行
為
が
、
第
三
六
条
の
意
味
に
お
け
る
手
続
な
い
し
形
式
の
破
痕
の
み
の
理
由
に
よ

ら
ず
違
法
で
あ
り
、
か
つ
契
約
当
事
者
が
こ
れ
を
認
識
し
て
い
る
場
合
。

三
和
解
締
結
の
前
提
が
存
在
せ
ず
、
か
つ
行
政
庁
の
契
約
上
の
義
務
を
内
容
と
す
る
行
政
行
為
が
、
第
三
六
条
の
意
味
に
お
け
る
手
続

な
い
し
形
式
の
液
抗
の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず
違
法
で
あ
る
場
合
。

四
交
換
契
約
に
お
い
て
、
行
政
庁
が
許
容
さ
れ
な
い
反
対
給
付
を
約
束
さ
せ
た
場
合
。

五
民
法
規
定
の
準
用
か
ら
無
効
が
生
じ
る
場
合
。

会
乙
無
効
部
分
が
な
け
れ
ば
契
約
が
締
結
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
契
約
は
全
部
無
効
と
な
る
。
」

(
4
)
〈
包

-h江帽を
nF
回
n
Z
R・5
2島
ロ
ロ
開
閉
〈
自
民
谷
町

g
a
g
s
-肉
。

B
E
g
p
t
p白一-

(
5
)
C
H
-
F
5
8ロ
C
W面
白
中
者
向
B
R
E
5
5岡
戸
〈

0
2邑
宮
口
加
問
〈
伺
広
島

8
5
5
n
F
凶・〉

zp∞・
2
N
R
-
一
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
石
井
・
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行政契約の法理論 (4) 

前
掲
書
(
註
1
)

一
七
五
頁
以
下
、
大
橋
・
前
掲
論
文
(
註
1
)
二
O
七
頁
。

(
6
)
民
法
典
第
一
三
四
条
の
公
法
契
約
へ
の
準
用
可
能
性
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
、
参
照
、
石
井
・
前
掲
書
(
註
1
)

一
七
六
頁
以
下
、
大
橋
・
前
掲
論
文
(
註
1
)
二
O
七
頁
以
下
。

(
7
)
第
一
章
第
二
節
二
を
参
照
。

(8)
冨
5
8
8口
言
C
円
円
曲
-mw
・0
(
2・uy-
∞・

3
ヌ

(9)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
橋
・
前
掲
論
文
(
註
l
)
二
O
七
頁
を
併
せ
て
参
照
。

(
叩
)
恩
師
号
皇
∞
nFEι?〉
E
B
Sミ
d

宣
言
町
。
g-monzzE加
g
2
E
5
E
5
2
〈
刊
誌
忌
mmh・M
M
0
・

(日

)
g
n
p
s
z
a
R・E
・0
(
E
U
)・咽∞
-US『
打
者
回
目

q
S
8
5
5
s・
P
E
N
E
島
町
田
〈
伺
『
垣
島
ロ
呂
田
町
包
含
宮
田

E
B
F
〈
03円
位
明
白

E
仏
〉
σ
号

gnFEM-凶
SR-一
円
以
江
国
民
自
白

n
E
B事

O
R
5
2島ロロ開閉門町
n
E
F
n
Z
Z
R
a
zロ
苦

Z
8
E
2
2
回
目

Bnzpnzzmz呂
田
町

g
q
-
u
n
z
z
s
E個室内・

∞-
M
∞
会

-
u
E
g回

O
Z
5
3
0
F
F
E
B
g富

N
Z
5
5
2島
ロ
ロ
駒
田
〈
町
民
各
お
ロ
印
刷
町
田

n
F
申

告

-
E
R
-
S・
山
田
自
由
同

O
R
E
S
E
R
-
F
〈臼自

宅
包
宮
口
開
閉
〈
刊
見
込
再
開
口
開
問
自
由

OR-
開
。

g
g
g同

R-
凶・〉ロ白・・臼・唱
M
0
・

(

ロ

)

臼

n広
告
司
戸

p
p。
(
司
ロ

-zy-
∞-
M斗
(
}
・

(日

)
E
g目

o
z
s
a
g
-
5
2巳
吉
田
加
国

g広
島
円
相
口
間
関

2
2
p
w
E
P
2
P
E
-司
'E-
ゴ・

(
H
H
)

連
邦
行
政
手
続
法
は
、
一
九
九
六
年
の
九
月
十
二
日
に
一
部
改
正
さ
れ
た
。
こ
こ
で
検
討
す
る
第
四
六
条
も
、
こ
の
時
改
正
さ
れ
た
規
定
の

一
つ
で
あ
る
が
、
本
文
で
引
用
し
た
第
四
六
条
の
規
定
内
容
は
、
改
正
後
の
新
規
定
で
あ
る
。
な
お
、
改
正
前
の
第
四
六
条
は
、
次
の
よ
う
な

規
定
で
あ
っ
た
。

「
第
四
六
条
手
続
及
び
形
式
の
液
庇
の
効
果

第
四
四
条
の
規
定
に
よ
り
無
効
と
な
ら
な
い
行
政
行
為
に
つ
い
て
は
、
事
案
に
お
い
て
別
段
の
決
定
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
な
か
っ
た
場
合

に
は
、
手
続
、
形
式
又
は
場
所
的
管
轄
に
関
す
る
規
定
に
違
反
し
て
成
立
し
た
と
い
う
理
由
だ
け
か
ら
、
そ
の
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
よ

こ
れ
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
旧
第
四
六
条
は
、
行
政
行
為
が
手
続
・
形
式
又
は
場
所
的
管
轄
に
関
す
る
規
定
に
違
反
し
て
液
抗
を
帯
び

て
お
り
(
形
式
的
破
抗
の
存
在
て
そ
の
液
庇
が
第
四
四
条
に
よ
っ
て
行
政
行
為
を
無
効
と
は
せ
ず
(
行
政
行
為
の
有
効
性
て
さ
ら
に
当
該
破

庇
を
理
由
に
行
政
行
為
を
取
り
消
し
た
と
こ
ろ
で
別
段
の
決
定
が
為
さ
れ
る
可
能
性
が
な
く
、
同
じ
内
容
の
行
政
行
為
が
繰
り
返
し
発
動
さ
れ
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説
吾之h
a岡

る
に
過
ぎ
な
い
場
合
(
選
択
可
能
性
の
不
存
在
)
に
、
行
政
行
為
の
取
消
可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
旧
規
定
は
、
手
続
・

形
式
の
取
庇
を
帯
び
た
行
政
決
定
が
「
薦
束
行
為
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
取
り
消
し
た
と
こ
ろ
で
行
政
庁
に
別
段
の
決
定
を
行
う
選
択

可
能
性
が
な
く
、
同
じ
内
容
の
行
政
行
為
が
繰
り
返
し
発
動
さ
れ
る
場
合
を
念
頭
に
お
い
た
規
定
で
あ
っ
て
、
裁
量
行
為
へ
の
適
用
を
前
提
と

し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
(
裁
量
行
為
に
対
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
裁
量
ゼ
ロ
収
縮
が
生
じ
、
手
続
・
形
式
の
取
庇
を
理
由
に
当
該
裁
量
決
定
を

取
り
消
し
た
と
こ
ろ
で
行
政
庁
に
選
択
可
能
性
が
な
く
、
閉
じ
内
容
の
行
政
行
為
が
再
度
発
動
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
例

外
的
に
、
旧
第
四
六
条
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
)
。
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
、
〈
mF-
呂
田
戸
富
窓
口
開
nF
〈
開
門
垣
島
ロ
ロ
回
目

g
広
島
5
5
8
n
F

品・〉

zp
的・

3
か
崎
町
-
u

な
お
、
旧
第
四
六
条
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
参
照
、
海
老
沢
俊
郎
『
行
政
手
続
法
の
研
究
』
成
文
堂
(
一
九
九
二
年
)

三
四
九
頁
以
下
、
山
田
洋
「
手
続
的
破
杭
の
効
果
」
成
田
編
『
行
政
法
の
争
点
』
有
斐
閣
(
一
九
九
O
年
)
九
二
頁
以
下
、
同
『
大
規
模
施
設

設
置
手
続
の
法
構
造
」
信
山
社
(
一
九
九
五
年
)
二
八
六
頁
以
下
、
高
木
光
『
技
術
水
準
と
行
政
手
続
』
弘
文
堂
(
一
九
九
五
年
)
一
六
O
頁

以
下
。

(日

)
O
Z
E
号
2
・p

。2
・
5
2
E・
E
・-∞・

(
凶
)
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
四
四
条
第
二
項
は
、
行
政
行
為
を
無
効
と
す
る
形
式
・
手
続
・
管
轄
の
取
庇
と
し
て
、
「
書
面
に
よ
り
行
わ
れ
た
が
処

分
庁
が
知
れ
な
い
場
合
」
(
第
一
号
)
、
「
法
規
に
よ
り
、
証
書
の
交
付
に
よ
っ
て
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
形
式
を
満
た
し
て
い
な
い

場
合
」
(
第
二
号
)
、
「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
り
成
立
し
た
管
轄
の
範
囲
外
で
、
行
政
庁
が
授
権
を
受
け
る
こ
と
な
く
活
動
を
行
っ
た
場
合
」

(
第
三
号
)
を
あ
げ
て
い
る
。

(げ)。
zs白

E
L
-
P

。(2・
5
3
宝
少
河
口
・

5
・

(
凶
)
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
二
条
「
関
与
能
力
」
、
第
二
一
条
「
行
為
能
力
」
、
第
二
O
条
「
除
斥
」
、
第
二
一
条
「
忌
避
」
、
第
二
五
条
「
教
示
・

情
報
提
供
」
、
第
二
九
条
「
記
録
閲
覧
」
へ
の
違
反
が
行
政
行
為
を
無
効
と
は
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
〈
旦
-
Eミ
F
S
E
E
m
R・
E
・0(E-Ely-

∞・凶寸寸・

(
川
口
)
し
た
が
っ
て
現
行
の
第
四
六
条
(
新
規
定
)
は
、
改
正
前
の
旧
第
四
六
条
と
は
異
な
り
、
国
輔
束
行
為
は
も
と
よ
り
裁
量
行
為
に
も
ま
た
適
用

さ
れ
う
る
(
改
正
前
の
旧
規
定
に
つ
い
て
は
、
本
章
註

(
H
)
を
参
照
)
。
確
か
に
、
手
続
の
破
杭
を
帯
び
た
裁
量
決
定
が
、
第
四
六
条
に
よ
り

そ
の
取
消
可
能
性
を
否
定
さ
れ
る
ケ
l
ス
は
希
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
手
続
の
破
庇
は
通
常
裁
量
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
り
、
当

該
取
杭
を
理
由
に
裁
量
決
定
を
取
り
消
し
、
適
正
な
手
続
の
下
で
改
め
て
裁
量
を
行
使
さ
せ
た
場
合
に
、
行
政
庁
が
行
政
行
為
の
内
容
を
変
え
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行政契約の法理論 (4) 

る
可
能
性
は
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
そ
の
限
り
で
、
第
四
六
条
(
新
規
定
)
の
適
用
は
問
題
に
な
ら
な
い
)
。
し
か
し
個
別
の
事
案
に
お
い

て
、
手
続
の
破
庇
が
裁
量
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
、
当
該
取
庇
を
理
由
に
裁
量
決
定
を
取
り
消
し
た
と
こ
ろ
で
行

政
庁
が
再
び
同
じ
内
容
を
持
っ
た
行
政
行
為
を
発
動
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
確
な
場
合
も
存
在
す
る
(
そ
し
て
そ
れ
は
、
裁
量
ゼ
ロ
収
縮
が

生
じ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
な
い
)
。
第
四
六
条
(
新
規
定
)
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
ま
た
適
用
を
見
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
裁
量
決
定
で
あ
っ

て
も
、
「
手
続
・
形
式
の
取
庇
が
、
事
案
に
お
い
て
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
」
に
は
、
行
政
行
為
の
取
消

可
能
性
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
〈
包
・

0
Z
5
3
2・
2
0
(
E
-
E
)・
岨
今
歩
河
口
・
一
M
M
E

岡山口一声

(
却
)
〈
伺
f
o
σ
3
3
R・
E
-
P
O
E
-
-
3
・
宝
少
何
回
-N-

(
幻
)
し
た
が
っ
て
、
仮
に
契
約
が
手
続
の
取
抗
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
契
約
の
両
当
事
者
が
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
当
該
取
抗
が
、
事
案
に

お
い
て
契
約
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
契
約
は
、
第
五
九
条
の
第
二
項
第
二
号
に
よ
っ
て
無
効
と

は
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
(
〈

mFeMS呂田凶戸白・白・。
(E-ご
)
よ
∞

-S凶)。

(
詑
)
冨
5
8
5
2垣巴門戸白釦・。(司ロ・凶)・・∞
-
M
O
-
-

(お
)
C
Z肖
b
z
Eロ
m
m
F
白

-
p
o
q
p
u
)・4

∞-uhs

(
担
)
ち
な
み
に
連
邦
議
会
の
内
務
委
員
会
は
、
一
方
当
事
者
が
違
法
性
を
認
識
し
て
い
た
段
階
で
契
約
の
存
続
効
を
否
定
す
べ
き
と
の
見
解
を
示

し
て
い
た
が
、
結
局
こ
の
提
案
は
連
邦
議
会
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
て
い
る

(
N
E
g
E
n
F
巴
n
F
B
F
P
P
O
(
E・9
・申

3
・
ω
-
r
gミ
c
c
E
a
p

白・曲・0(明白・凶)・岨臼
-
U
品唱・)。

(
お
)
こ
の
点
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
石
井
・
前
掲
書
(
註
l
)

一
七
九
頁
。

(お
)
d
-刊

p
g窓口開
O
F
P
国・

0
qロ・
3
・∞・凶凶{}・

(
幻
)
呂
町
戸
告
窓
口
開
R
・
E
・0
(
E
U
)・・∞
-
U
U
0
・

(
却
)
し
た
が
っ
て
公
法
契
約
の
部
分
無
効
に
関
す
る
第
五
九
条
の
第
三
項
は
、
行
政
行
為
の
部
分
無
効
を
規
律
す
る
連
邦
行
政
手
続
法
第
四
四
条

の
第
四
項
と
は
異
な
る
。
行
政
行
為
の
部
分
無
効
に
関
す
る
第
四
四
条
の
第
四
項
に
あ
っ
て
は
、
無
効
部
分
が
存
在
し
な
い
場
合
に
、
行
政
庁

が
行
政
行
為
を
発
動
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
確
で
な
い
限
り
、
行
政
行
為
は
全
部
無
効
と
は
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
高
権
的
措
置

と
し
て
の
行
政
行
為
の
場
合
、
仮
に
部
分
無
効
が
生
じ
よ
う
と
も
、
行
政
行
為
そ
れ
自
体
に
対
す
る
適
法
・
有
効
推
定
力
が
働
く
た
め
、
無
効

部
分
が
な
け
れ
ば
行
政
行
為
が
発
動
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
の
他
は
、
行
政
行
為
の
有
効
性
は
否
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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説論

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
井
・
前
掲
書
(
註
l
)

(
却
)
〈
包
ニ
印
n
E
B又・白血・
0
笥
P
ご)・ω-NJ『凶・

(
却
)
第
三
章
第
二
節
一
[
一
]
及
び
{
二
]
を
参
照
。

(
訂
)
模
範
草
案
理
白
書
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
規
定
〔
模
範
草
案
第
四
五
条
第
一
項
第
三
号
H

現
行
法
第
五
九
条
第
二
項
第
三
号

-
筆
者
註
〕
は
、
和
解
契
約
に
関
す
る
規
定
の
遵
守
を
保
護
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
第
四
一
条
〔
現
行
法
第
五
五
条
l
筆
者
註
〕

と
と
も
に
、
和
解
契
約
が
実
質
的
な
前
提
(
互
譲
)
な
し
に
締
結
さ
れ
、
あ
る
い
は
形
式
的
前
提
(
事
実
関
係
・
法
的
状
況
の
不
明
確
性
)
な

し
に
締
結
さ
れ
る
こ
と
を
禁
止
し
、
か
つ
対
応
す
る
行
政
行
為
が
第
三
六
条
(
現
行
法
第
四
六
条
|
筆
者
註
)
の
意
味
に
お
け
る
手
続
・
形
式

の
暇
庇
の
み
の
理
由
に
よ
ら
ず
違
法
で
あ
る
、
そ
う
し
た
和
解
の
締
結
を
法
律
上
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
(
〈
包
咽
玄
5
8
5尽き回『戸白・由・。

(明ロ・凶)・・回
-
M
O
-
-
)
。

(
詑
)
〈

m---∞
n
E
B℃巳
p
p
p
o
qロ・=)・・∞
-MJX-

(
お
)
交
換
契
約
の
無
効
原
因
を
規
律
す
る
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
第
二
項
第
四
号
を
紹
介
・
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
石
井
・
前

掲
書
(
註
I
)

一
七
四
頁
以
下
。

(
鈍
)
〈
加
F

・
5
ミ円

2
窓
口
開
O
F
m
w

胆・
0
2ロ・凶)・・∞・
3
R
U
印
n
E
B℃戸
p
p
。
(
明
白
・
ご
)
・
∞
-
M
斗斗・

(
お
)
参
照
、
第
三
章
第
三
節
二
[
ニ
。

(
お
)
参
照
、
第
三
章
第
三
節
二
[
二
]
。

(
幻
)
参
照
、
第
三
章
第
三
節
二
[
三
]
。

(
お
)
模
範
草
案
の
理
由
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
の
規
定
〔
模
範
草
案
第
四
五
条
第
一
項
第
四
号
リ
現
行
法
第
五
九
条
第
二
項
第
四
号

ー
筆
者
註
〕
は
、
行
政
庁
と
の
間
で
交
換
契
約
を
締
結
し
た
市
民
の
た
め
の
保
護
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
行
政
庁
が
第
四
二
条
〔
現
行

法
第
五
六
条
|
筆
者
註
〕
に
よ
っ
て
は
許
容
さ
れ
な
い
給
付
を
約
束
さ
せ
る
た
め
に
、
公
法
契
約
の
領
域
で
自
己
の
優
越
的
な
地
位
を
濫
用
し

え
な
い
と
い
う
こ
と
を
保
障
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」
と
(
玄
5
8
5ロg
z
R
-
担

h
・0(E-P-
∞・邑】)。

(
却
)
参
照
、
石
井
・
前
掲
書
(
註
1
)

一
七
九
頁
以
下
、
大
橋
・
前
掲
論
文
(
註
1
)
二
O
二
頁
以
下
。

(
判
)
参
照
、
第
二
章
第
二
節
三
[
ニ
。

(
H
U
)

参
照
、
第
三
章
第
二
節
一
[
ニ
。

一
七
九
頁
を
参
照
。
ド
イ
ツ
語
文
献
と
し
て
、
〈
包

--czpgEロ
m
R
白-
P
O
(
E
U
)
・・∞・出。・
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(
位
)
ウ
レ
・
ラ
ウ
ピ
ン
ガ

l
は
、
「
取
疲
あ
る
事
実
解
明
の
効
果
は
、
行
政
手
続
法
に
お
い
て
は
明
示
的
に
は
規
律
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
液
庇

あ
る
事
実
解
明
の
効
果
は
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
四
六
条
に
依
拠
す
る
。
〔
中
略
〕
か
か
る
手
続
の
取
庇
を
帯
び
た
行
政
行
為
は
、
第
四
六
条

に
よ
り
、
事
案
に
お
い
て
別
段
の
結
果
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
限
り
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
と
述
べ
(
〈

m
-
J
d
g
p
g豆
諸
R
・

2
・。

(E-EY-
∞-
N
M
M
)
、
職
権
探
知
義
務
違
反
が
、
行
政
行
為
の
取
消
原
因
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

(
日
)
本
章
第
二
節
三
を
参
加
…
。

(
付
)
ウ
レ
・
ラ
ウ
ビ
ン
ガ

l
は
、
行
政
庁
の
教
示
・
情
報
提
供
義
務
違
反
が
行
政
行
為
の
取
消
原
因
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
保
護
義
務
違
反
は
手
続
の
蔵
庇
を
意
味
し
、
そ
れ
は
内
容
が
実
体
法
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
も
ま
た
、
行
政
手
続
を
終
結
さ

せ
る
行
政
行
為
を
違
法
に
す
る
。
〔
中
略
〕
む
ろ
ん
関
係
人
は
、
当
該
行
政
行
為
が
無
効
で
は
な
く
、
か
つ
法
的
に
、
事
案
に
お
い
て
別
段
の
決

定
が
為
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
(
第
四
六
条
)
、
当
該
行
政
行
為
の
取
消
し
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と

(
d
z
p
g玄
a
R

白
・
目
・

0
(
E
E
)ニ∞
-
M
E
a
-
)

。

(
時
)
本
章
第
二
節
三
を
参
照
。

(
刊
)
た
だ
し
シ
ン
プ
フ
に
よ
れ
ば
、
行
政
庁
が
悪
意
的
に
教
示
・
情
報
提
供
義
務
を
怠
っ
た
が
故
に
、
不
利
な
内
容
で
契
約
を
締
結
さ
せ
ら
れ
た

私
人
は
、
詐
欺
を
理
由
と
し
た
意
思
表
示
の
取
消
し
(
民
法
典
第
一
二
三
条
)
を
為
し
う
る
た
め
、
そ
の
限
り
で
、
教
示
・
情
報
提
供
義
務
に

違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
が
、
第
五
九
条
第
一
項
に
よ
り
無
効
と
評
価
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
。
し
か
し
シ
ン
プ
フ
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、

教
示
・
情
報
提
供
義
務
へ
の
違
反
は
常
に
詐
欺
を
構
成
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
示
・
情
報
提
供
義
務
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ

た
契
約
は
、
必
ず
し
も
常
に
第
五
九
条
の
第
一
項
に
よ
っ
て
無
効
に
な
る
と
は
限
ら
な
い

(
r
E
B享

2
・。

(2・ご)・
-
M
-
邑
ご
。

(
灯
)
ウ
レ
・
ラ
ウ
ピ
ン
ガ
ー
に
よ
る
と
、
関
係
人
と
し
て
の
地
位
を
持
つ
者
が
、
同
時
に
行
政
職
員
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
行
政
行
為
を
発
動

し
た
場
合
、
当
該
行
政
行
為
は
重
大
か
つ
明
白
な
暇
抗
を
帯
び
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
四
四
条
第
一
項
に
よ
り
無
効
と
な
る
。
し
た
が
っ
て

同
じ
く
関
係
人
た
る
地
位
を
持
つ
者
が
、
同
時
に
行
政
職
員
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
き
、
自
ら
公
法
契
約
を
締
結
し
た
場
合
、
当
該
公
法
契
約

は
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
の
無
効
を
理
由
に
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
第
二
項
第
一
号
に
よ
り
無
効
と
な
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
〈
明
F
・
5
0
p
g窓
口
開

p
p田・
0
(
E
-
E
)ニ∞・己∞『・

(
必
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
第
二
章
第
二
節
一
[
コ
己
。

(
却
)
ウ
レ
・
ラ
ウ
ピ
ン
ガ

l
は
、
第
二

O
条
第
一
項
第
一
文
の
第
二
号
乃
至
第
六
号
に
よ
っ
て
除
斥
さ
れ
る
行
政
職
員
が
、

行政契約の法理論 (4) 

こ
れ
に
違
反
し
て
手
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説論

続
に
関
与
し
、
行
政
行
為
を
発
動
し
た
場
合
、
そ
れ
が
行
政
行
為
の
取
消
原
因
で
あ
り
無
効
原
因
と
ま
で
は
一
言
え
な
い
旨
を
指
摘
し
て
次
の
よ

う
に
言
う
。
「
第
二
O
条
第
一
項
第
一
文
の
第
二
号
乃
至
第
六
号
に
よ
っ
て
除
斥
さ
れ
る
べ
き
者
が
手
続
に
参
加
し
た
場
合
、
仮
に
そ
の
違
反
が

明
白
で
あ
る
場
合
で
も
、
行
政
行
為
は
無
効
と
は
な
ら
な
い
(
連
邦
行
政
手
続
法
第
四
四
条
第
三
項
第
三
号
)
。
」
と
(
〈
旦

-
g
n
p
g芝
居

R
白

p
。
笥
p
z
v
-
∞
・
己
∞
・
)
。
他
方
、
同
じ
く
ウ
レ
・
ラ
ウ
ピ
ン
ガ
ー
に
よ
る
と
、
第
一
二
条
に
よ
り
忌
避
さ
れ
る
べ
き
行
政
職
員
が
、
こ
れ
に
違
反

し
て
行
政
手
続
に
関
与
し
て
行
政
行
為
を
発
動
し
た
場
合
も
、
当
該
暇
庇
は
行
政
行
為
の
取
消
原
因
で
あ
る

(
g
n
p
g
z
a
R
白
-
P
。
(
明
P
E
)
-
-

m-EEN・)。

(
印
)
本
章
第
二
節
三
を
参
照
。

(
日
)
切
n
E呂田
u戸
匝

-poq=・ご
)
-
w

印凶【}や凶-∞・

(
臼
)
さ
ら
に
、
「
法
律
の
留
保
」
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
公
法
契
約
も
ま
た
、
違
法
で
は
あ
る
が
第
五
九
条
に
よ
っ
て
は
基
本
的
に
無
効
と
は
評

価
さ
れ
な
い
。
確
か
に
、
法
律
の
留
保
が
及
ぶ
行
政
領
域
に
お
い
て
今
な
お
法
律
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
公
法
契
約
を
含
む
行
政
活
動

の
実
施
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
法
律
が
存
在
し
な
い
状
況
下
で
の
法
律
関
係
の
規
律
を
禁
ず
る
に
過
ぎ
ず
、
契
約
に
よ
る
法

律
関
係
の
規
律
そ
れ
自
体
を
例
外
な
く
全
面
的
に
禁
じ
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
法
律
の
留
保
が
及
ぶ
行
政
領
域
に
お
け
る
法
律
の
不
存
在
は
、

「
法
律
の
禁
止
」
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
法
律
の
留
保
に
違
反
し
て
公
法
契
約
が
締
結
さ
れ
た
と
し
て
も
、

こ
の
契
約
は
、
確
か
に
違
法
で
は
あ
る
が
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
四
条
へ
の
違
反
と
は
評
価
さ
れ
ず
、
民
法
典
第
一
三
四
条
の
準
用
を
認

め
る
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
第
一
項
に
よ
っ
て
は
無
効
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
(
凶
n
E
B享

2
・。

(
E
Z
Y岨
ω
・
当
。
町
内
)
。
ま
た
法
律

の
留
保
違
反
は
、
対
応
す
る
内
容
を
持
つ
行
政
行
為
を
無
効
に
す
る
取
庇
だ
と
は
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
た
め
、
こ
れ
に
違
反
す
る
公
法
契
約

は
、
第
五
九
条
第
二
項
第
一
号
に
よ
っ
て
も
ま
た
無
効
に
な
ら
な
い
。
結
局
こ
の
契
約
は
、
契
約
の
両
当
事
者
が
、
法
律
の
留
保
違
反
(
契
約

の
違
法
性
)
を
明
確
に
認
識
し
て
い
る
場
合
(
第
五
九
条
第
二
項
第
二
号
に
よ
り
無
効
)
、
第
五
五
条
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
和
解
契
約
で
あ

る
場
合
(
第
五
九
条
第
二
項
第
三
号
に
よ
り
無
効
て
あ
る
い
は
第
五
六
条
に
違
反
し
て
締
結
さ
れ
た
交
換
契
約
で
あ
る
場
合
(
第
五
九
条
第
二

項
第
四
号
に
よ
り
無
効
)
を
除
き
、
第
五
九
条
に
よ
っ
て
は
無
効
と
な
ら
な
い
。

(
臼
)
こ
の
点
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
石
井
・
前
掲
書
(
註
l
)
一
五
七
頁
以
下
、
大
橋
・
前
掲
論
文
(
註
l
)
二

O
四
頁
以
下
。

(
日
)
〈
。
晋
出
向
。
。
符
・

0
2
8
n
z
z
-
E加
m
g
Z島
E回
目

B
n
E
5
0
5
3
5や
U
。
〈
咽
苔
司
-m-N3・

(
日
)
。
S
N
-
P
白・。

qpuhF)J
印・凶
C
N
-
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行政契約の法理論 (4) 

(
同
)
。

oc-
白-P
。(明ロ・凶品)・・∞・凶
C
M
-

(
町
)
実
際
、
シ
ユ
レ
ス
ピ
ッ
ヒ
H

ホ
ル
シ
ユ
タ
イ
ン
州
の
一
般
行
政
法
第
一
二
六
条
は
、
違
法
な
公
法
契
約
に
対
し
て
一
ヶ
月
以
内
で
の
取
消
可

能
性
を
認
め
る
(
こ
れ
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
石
井
・
前
掲
書
(
註
I
)

一
九
六
頁
以
下
)
。
ゲ
ツ
ツ
が
提
案
し
た
第
二
の
選
択
肢

は
、
右
法
律
規
定
の
趣
旨
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
ゲ
ツ
ツ
は
、
右
法
律
規
定
の
趣
旨
に
賛
成
し
つ
つ
も
、
違
法
な
行
政
活
動
に
対
す
る
法
的

救
済
手
段
は
「
連
邦
法
」
の
規
律
事
項
で
あ
り
、
ラ
ン
ト
法
で
規
律
す
る
こ
と
は
失
当
だ
と
批
判
し
て
い
る

3
2
N・F
-
目。

(3・2γ-m-凶
2
2
0

(回

)
5
5
h
C
S
E
n
F
8ミ
当
。

5
2伺
玄
室
四
5
・〉
=
m
m
5
2
2
〈
R
Z
E話回円
R
E
-
-
唱
司
・
∞
-Nコ
?
彼
等
は
次
の
よ
う
に
言
、
っ
。
「
一
九
七
三
年
の
行

政
手
続
法
草
案
に
よ
っ
て
一
不
さ
れ
た
規
定
に
従
え
ば
、
違
法
な
契
約
は
無
効
で
は
な
く
有
効
で
あ
る
。
違
法
な
行
政
契
約
は
、
行
政
行
為
の
場

合
と
は
異
な
り
、
市
民
に
よ
る
上
訴
に
よ
っ
て
は
攻
撃
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
他
方
問
題
と
な
る
の
は
、
か
か
る
規
定
の
内
容
が
基
本

法
第
一
九
条
第
四
項
と
い
う
憲
法
条
項
を
背
景
に
存
続
し
う
る
か
で
あ
る
。
・
:
基
本
法
第
一
九
条
第
四
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
基
本
権
〔
裁

判
を
受
け
る
権
利
|
筆
者
註
〕
を
放
棄
す
る
こ
と
に
は
憲
法
上
疑
義
が
あ
る
た
め
、
一
九
七
三
年
の
行
政
手
続
法
草
案
第
五
九
条
〔
現
行
法
第

五
九
条
筆
者
註
〕
は
、
極
め
て
疑
わ
し
き
規
定
で
あ
る
。
」
と
。

(
悶
)
臼
n
F
S
Sヤ〉田
B
Sミ
F
O
F田頃白・釦・
0
(
E・5
)よ戸
N
o
a
R

(ω)
臼
n
F
E島
田
'
〉
回
目
白
ミ
e
n
g
-
白・由・。

(
E
E
)・・∞
-
M
S
R

(
臼
)
臼
nFER皆
目
〉
回
目
白
星
F
o
g
-
P白・
0
(
E・5
)・・∞邑吋『

(
位
)
。
S
N
p
g
w
-
z
n
E個
室

ζ
0
2
5開門
F
E
R
E品開口〈四円耳目
-g呂田
5
3
S加
2
E
n
z
e
g
〈
m
Z包
吉
ロ
個
目
〈
由
民
向
島
お
ま
な
お
お
(
〈
垣
420)・
0
〈
W
T
3
ゴゆ

凶
器
M弓一∞
nEBHU円同-陪・。
(E-
ニ
)
・
・
回
出
斗
弓
(
∞
-MS・)
-
h
d
g
p
g
z
a
a
-
白・白・。(司ロ凶
)Jm・2
H
・

(
臼
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
大
橋
・
前
掲
論
文
(
註
l
)
二
O
五
頁
。

(
制
)
本
章
第
四
節
一
[
一
]
乃
至
宝
己
を
参
照
。

(
臼
)
〈
mF・
0vo『Bhqmn
白白・
0
(同

U

口・ご)・・蜘

a
M
-
m
a
R
品。・一回ハロ白
n
F
白・白・。(明ロご)よ師・由一
N

∞-一切
nEB1Jγ
昌弘・
0
(司ロ・ご)・咽同・凶一
N

0

・一〈

c--円負担
n
z
m
R
m
y
O
R

〈
町
『
垣
色
富
田
開
己
目
〈
刊
3
3加
間
同

X
R
E
白F
∞-
A
R
N

斗・

(伺

)
ω
n
z
s事
p
p
。
(
明
ロ
ニ
)
・
・
臼
・
凶
N】『
J
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
高
橋
巽
「
契
約
締
結
上
の
過
失
論
の
現
段
階
」
奥
田
昌
道
編
『
取
引

関
係
に
お
け
る
違
法
行
為
と
そ
の
法
的
処
理
l
制
度
的
競
合
論
の
視
点
か
ら
|
』
有
斐
閣
(
一
九
九
六
年
)
二
二
頁
以
下
(
特
に
一
二
六
頁
)
。

(訂

)
ω
n
E
g
-
-
開・目。

q
u
=
v・
ω・凶
MM-
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説論

(
伺
)
参
照
、
本
章
第
二
節
三
。

(ω)
臼
n
E
B喝戸陪
-mw

・。

q
p
ご)・・∞
u
o
湾・

(
叩
)
臼
n
E
B
-
-
p
p
o
qロ
・
ご
)
・
・
印
・
凶
-
∞
?
な
お
こ
の
点
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
に
よ
っ
て
も
ま
た
認
め
ら
れ
て
い
る
(
因
。
戸
戸
Eh--ι
・己・

3
話

(24タ-唱寸唱唱印・ま凶・)・)。

(
れ
)
臼
n
E
B叉・釦・目・
O
Qロ・ニ)・晴朗・凶
3
・

(
刀
)
詐
欺
取
消
し
に
関
す
る
民
法
典
第
一
二
三
条
、
及
び
錯
誤
取
消
に
関
す
る
民
法
典
第
一
一
九
条
が
公
法
契
約
に
も
ま
た
準
用
さ
れ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
本
章
第
二
節
一
を
参
照
。

(η)
参
照
、
本
章
第
四
節
一
[
四
]
。

(日
)
ω
n
E
B四
件
担
-
P
O
(司ロ・=)・・∞・凶。
u
'
u
z
・

(
布
)
呂
ミ

H
b
z
z
a
R白
-
P
O
(
E
U
)
・弘
-uua円
U
W
E
B
-
u
F
P
P
O
(
2
・ニ)・・∞-MER-

(
苅
)
印
n
E
B司戸曲
-
P
O
(明ロ・岡田)・・

ω
・凶(}凶・

(
打
)
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
七
九
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
七
九
条

(
ご
基
本
法
に
反
す
る
と
宣
言
さ
れ
、
あ
る
い
は
第
七
八
条
に
よ
り
無
効
と
宣
言
さ
れ
た
規
範
ゃ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
基
本
法
と
合

致
し
な
い
旨
が
宣
言
さ
れ
た
規
範
解
釈
に
依
拠
す
る
刑
事
確
定
判
決
に
対
し
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
る
再
審
手
続
が
許
さ
れ
る
。

(
二
)
そ
れ
以
外
の
場
合
、
第
七
八
条
に
よ
り
無
効
と
宣
言
さ
れ
た
規
範
に
基
づ
い
て
出
さ
れ
た
、
も
は
や
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
決
定

[
開
口
四
国

nFaEag]
は
、
第
九
五
条
第
二
項
な
い
し
特
別
法
規
定
に
留
保
さ
れ
つ
つ
も
、
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
存
続
す
る
。
か
か
る

決
定
に
基
づ
く
強
制
執
行
は
許
容
さ
れ
な
い
。
民
事
訴
訟
法
に
よ
る
強
制
執
行
が
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
り
で
民
事
訴
訟
法
第

七
六
七
条
が
準
用
さ
れ
る
。
不
当
利
得
に
基
づ
く
請
求
権
は
、
排
除
さ
れ
る
。
」

(
市
)
凶

nzg享

2
・。

(E-zv・
ω・凶
Z
Rし
な
お
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
シ
ン
プ
フ
の
見
解
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
七
三
年
十
二
月
十
八
日
判
決

(
Z』巧

-
3少
∞
・
M
M
U
O
R
・
)
に
よ
っ
て
も
ま
た
支
持
さ
れ
て
い
る
。
事
案
は
行
政
庁
が
基
本
法
に
反
し
て
無
効
な
法
規
命
令
を
制
定
し
、
こ
れ
に

基
づ
い
て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
ケ
l
ス
で
あ
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
基
本
法
に
反
す
る
無
効
な
法
規
命
令
を
行
政
庁
が
制
定
し
、
こ
れ
に

基
づ
い
て
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
契
約
が
い
か
に
有
効
で
あ
ろ
う
と
も
、
行
政
庁
は
こ
の
契
約
に
基
づ
い
て
履
行
請
求
を
行
う
こ
と

北法53(1・124)124



行政契約の法理論 (4) 

は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
が
、
そ
の
際
の
理
由
と
し
て
、
契
約
に
基
づ
く
行
政
庁
の
履
行
請
求
が
、
民
法
典
第
二
四
二
条
の
信
義
則
に
反
す
る

こ
と
と
並
ん
で
、
無
効
な
法
規
範
(
法
規
命
令
)
に
依
拠
し
て
締
結
さ
れ
た
契
約
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
の
第
七
九
条
第
二
項
に
よ
り
、
履

行
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る

(Z者・
3
豆
・
∞
-
M
M
U
M
-
)
。

(
叩
)
な
お
ス
パ
ノ
ヴ
ス
キ
l
は
、
「
違
法
・
有
効
な
契
約
」
に
基
づ
い
て
発
動
さ
れ
た
行
政
措
置
の
取
消
し
・
撤
回
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
「
違

法
・
有
効
な
契
約
」
を
事
実
上
無
効
に
し
よ
う
と
す
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
日
く
、
「
違
法
な
行
政
行
為
が
、
原
則
取
消
し
と
い

う
効
果
を
伴
う
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
四
八
条
に
服
す
一
方
、
契
約
に
内
在
し
、
契
約
上
の
義
務
と
し
て
執
行
さ
れ
る
違
法
な
処
分
が
、
連
邦

行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
に
従
い
、
義
務
を
生
み
出
し
た
契
約
の
強
め
ら
れ
た
存
続
効
を
享
有
す
る
の
か
は
疑
わ
し
い
。
も
し
契
約
の
実
施
行

為
も
ま
た
強
め
ら
れ
た
契
約
の
存
続
効
に
服
す
旨
の
結
論
を
導
く
な
ら
ば
、
法
形
式
の
操
作
、
と
り
わ
け
契
約
制
度
の
濫
用
が
助
長
さ
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
強
め
ら
れ
た
契
約
の
存
続
効
を
実
施
行
為
に
共
有
さ
せ
る
た
め
に
常
に
実
施
行
為
が
契
約
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
違
法

な
処
分
行
為
の
取
消
可
能
性
と
い
う
法
的
効
果
が
回
避
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
濫
用
の
可
能
性
は
一
般
に
、
連
邦
行
政
手
続
法

の
五
九
条
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
義
務
づ
け
契
約
の
存
続
効
を
、
契
約
に
内
在
す
る
処
分
に
与
え
な
い
こ
と
で
排
除
さ
れ
る
。
そ
れ
は
|
濫
用

を
防
止
す
る
た
め
に
|
契
約
に
内
在
す
る
違
法
な
処
分
を
、
そ
の
法
的
取
り
扱
い
に
関
し
て
行
政
行
為
と
同
列
の
立
場
に
置
き
、
し
た
が
っ
て

行
政
行
為
の
場
合
と
同
様
、
連
邦
行
政
手
続
法
第
四
八
条
・
第
四
九
条
の
類
推
適
用
に
よ
る
取
消
可
能
性
の
下
に
置
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
」

と
(
回
宮

5
0
5
s・白
-P

。(E-ニ)・・∞
-
M
o
a
m
)
。

し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
ク
レ
プ
ス
は
、
違
法
で
は
あ
れ
有
効
な
契
約
は
法
源
た
る
意
義
を
持
ち
、
有
効
な
契
約
に
基
づ
い
て
発
動
さ
れ
た
行

政
行
為
は
、
も
は
や
連
邦
行
政
手
続
法
第
四
八
条
・
同
第
四
九
条
の
取
消
し
・
撤
回
に
は
服
さ
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
契
約
は
、
個
々

の
ケ

l
ス
に
と
っ
て
の
法
源
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
有
効
な
契
約
は
、
様
々
な
観
点
で
行
政
行
為
法
を
修
正
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
方
で
は
、

抽
象
的
な
考
察
に
当
た
っ
て
契
約
が
違
法
で
あ
ろ
う
と
も
、
有
効
な
契
約
は
給
付
の
提
供
を
義
務
づ
け
る
の
で
あ
っ
て
、
行
政
庁
は
行
政
行
為

の
発
動
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
行
政
庁
は
給
付
提
供
の
主
観
的
な
不
能
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
行
政
庁
が
|

無
効
に
至
る
ま
で
|
違
法
な
行
政
行
為
を
発
動
し
う
る
た
め
で
は
な
い
。
法
源
と
し
て
の
契
約
の
意
義
に
鑑
み
て
、
契
約
に
適
合
し
た
行
政
行

為
は
適
法
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
給
付
提
供
の
不
能
と
い
う
抗
弁
は
役
に
立
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
有
効
な
契
約
は
、
行
政
行
為
の
取
消
し
に

関
す
る
ル

l
ル
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
契
約
に
適
合
し
た
行
政
行
為
が
適
法
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
か
か
る
行
政
行
為
に
は
、
連
邦
行
政
手
続
法

第
四
八
条
の
規
定
は
適
用
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
契
約
に
適
合
し
た
行
政
行
為
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
連
邦
行
政
手
続
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説論

法
の
第
四
九
条
が
問
題
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。
連
邦
行
政
手
続
法
第
四
九
条
の
適
用
可
能
性
が
、
同
法
の
第
六
O
条
に
よ
り
頓
挫
し
な
い
の
か

は
、
最
終
的
に
決
定
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
お
そ
ら
く
法
実
務
に
お
い
て
は
、
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
六
O
条
に
よ
る
解
約

根
拠
を
越
え
た
、
同
法
の
第
四
九
条
に
よ
る
撤
回
根
拠
が
存
在
す
る
こ
と
は
希
で
あ
ろ
う
。
」
と
(
凶
n
z
E舎
E

〉
官
民
ロ
ミ
町

m
F
2・。
(
E
-
H
9
・
m-

M

己
R
)
。

違
法
・
有
効
な
契
約
の
大
半
が
、
「
契
約
締
結
上
の
過
失
」
や
「
国
家
賠
償
」
等
の
法
制
度
の
援
用
に
よ
っ
て
事
実
上
無
効
に
な
る
こ
と
に
鑑

み
る
と
、
違
法
・
有
効
な
契
約
に
基
づ
い
て
発
動
さ
れ
た
行
政
行
為
の
法
的
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
両
者
の
対
立
は
、
実
際
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意

義
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
あ
れ
、
契
約
に
基
づ
い
て
発
動
さ
れ
た
行
政
行
為
の
取
消
し
・
撤
回
の
可
能
性
を
認
め
る
ス
パ
ノ
ヴ
ス
キ
ー

の
見
解
は
、
違
法
・
有
効
な
契
約
を
事
実
上
無
効
に
す
る
た
め
の
法
理
論
の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
注
目
に
値
し
ょ

、つノ。

(
剖
)
こ
う
し
た
批
判
を
展
開
す
る
代
表
的
な
論
者
と
し
て
シ
ユ
レ
ッ
テ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
、
手
続
に
破
庇
を
帯
、
ぴ
て
違
法
で
は
あ

る
が
、
し
か
し
第
五
九
条
に
よ
っ
て
は
無
効
と
は
評
価
さ
れ
ず
、
な
お
有
効
に
存
在
す
る
契
約
に
つ
い
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
に
基
づ
く
損

害
賠
償
請
求
や
国
家
賠
償
請
求
を
行
う
可
能
性
自
体
は
肯
定
す
る
。
し
か
し
、
違
法
で
は
あ
る
が
有
効
な
契
約
の
存
在
を
認
め
よ
う
と
し
た
第

五
九
条
の
趣
旨
に
鑑
み
る
と
、
損
害
賠
償
請
求
の
内
容
は
金
銭
賠
償
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
契
約
の
解
除
権
ま
で
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は

な
い
と
す
る

2
R
-
∞
n
E町
田

Reg-。
(E-ay-
∞
・
お
∞
円
)
。
な
お
、
契
約
の
有
効
性
を
認
め
つ
つ
、
損
害
賠
償
等
の
方
法
(
と
り
わ
け
契
約
の
解

除
)
に
よ
り
、
こ
れ
を
事
実
上
無
効
に
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
は
、
ド
イ
ツ
及
び
我
が
国
の
私
法
学
説
の
中
に
も
存
在
す
る
。
最
も
ま
と
ま
っ

た
主
張
を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
潮
見
佳
男
「
規
範
競
合
の
視
点
か
ら
見
た
損
害
論
の
現
状
と
課
題
(
二
・
完
)
」
奥
田
編
『
取
引
関

係
に
お
け
る
違
法
行
為
と
そ
の
法
的
処
理
制
度
間
競
合
論
の
視
点
か
ら
』
有
斐
閣
(
一
九
九
六
年
)
一
八
頁
以
下
。

(
剖
)
石
井
・
前
掲
書
(
註
l
)

一
九
八
頁
は
、
違
法
・
有
効
な
契
約
の
存
在
を
認
め
る
連
邦
行
政
手
続
法
の
第
五
九
条
が
法
治
国
家
原
理
に
照
ら

し
て
問
題
だ
と
し
、
立
法
論
と
し
て
、
こ
れ
と
同
じ
内
容
の
規
定
を
我
が
国
に
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
で

も
指
摘
し
た
と
お
り
、
第
五
九
条
に
よ
っ
て
は
無
効
に
な
ら
な
い
公
法
契
約
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
他
の
法
制
度
の
援
用
に
よ
り
事
実
上
無
効

と
同
じ
状
態
に
お
か
れ
る
事
実
に
鑑
み
れ
ば
、
第
五
九
条
に
対
す
る
右
の
批
判
は
、
そ
れ
だ
け
意
義
を
失
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

※
本
稿
は
、
北
海
道
大
学
審
査
博
士
(
法
学
)
学
位
論
文
(
二
0
0
0
年
三
月
二
四
日
授
与
)
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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